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幕
藩
体
制
と
九
州
天
領

一
幕
藩
体
制
と
九
州
天
領

二
太
閤
蔵
入
地
と
天
領
の
成
立

①
太
閤
蔵
入
地
の
存
在
形
態

③
初
期
天
領
の
支
配
形
態
と
特
質

九
州
に
お
け
る
天
領
の
成
立
は
、
文
禄
二
年
、
大
友
吉
統
が
朝
鮮
出
兵
中
改
易
と
な
り
、
そ
の
領
国
豊
後
が
大
量
に
太
閤
蔵
入
地
に
編

(
1
)

（

2
)
 

入
さ
れ
た
と
き
に
求
め
ら
れ
る
。
天
正
十
五
年
、
九
州
平
定
の
段
階
で
、
豊
臣
秀
吉
は
「
九
州
之
儀
者
五
畿
内
同
前
」
と
意
識
し
な
が

ら
、
島
津
征
伐
後
の
知
行
割
に
際
し
て
は
、
毛
利
氏
の
一
族
小
早
川
隆
景
を
は
じ
め
、
毛
利
勝
信
・
黒
田
孝
高
・
佐
々
成
政
ら
の
豊
臣
大

名
を
北
・
中
九
州
の
要
衝
に
配
置
し
た
の
み
で
、
竜
造
寺
・
大
友
•
島
津
氏
を
は
じ
め
、
主
と
し
て
九
州
の
旧
族
大
名
に
旧
領
安
堵
せ
ざ

(
3
)

（

4
)
 

る
を
え
ず
、
僅
か
に
外
国
貿
易
に
対
す
る
特
別
の
考
慮
か
ら
、
長
崎
を
大
村
氏
よ
り
没
収
し
直
轄
都
市
化
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
、
大
友
氏
の
改
易
に
よ
る
豊
後
へ
の
太
閤
蔵
入
地
の
設
定
は
、
九
州
に
お
け
る
天
領
の
事
実
上
の
成
立
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

か
つ
九
州
の
「
五
畿
内
同
前
」
体
制
化
へ
の
具
体
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態
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秀
吉
は
、
ま
ず
豊
後
一
国
を
上
地
し
た
う
え
で
、
山
口
正
弘
•
宮
部
継
潤
を
派
遣
し
て
太
閤
検
地
を
実
施
せ
し
め
、
し
か
る
の
ち
、
文

禄
二
年
か
ら
翌
三
年
に
か
け
て
、
新
た
に
隈
に
毛
利
高
政
、
高
田
に
竹
中
重
利
、
岡
に
中
川
秀
成
ら
の
豊
臣
大
名
を
配
置
す
る
一
方
、
他

を
太
閤
蔵
入
地
に
編
入
し
、
太
田
一
吉
・
熊
谷
直
陳
・
早
川
長
政
・
垣
見
一
直
ら
の
豊
臣
大
名
な
い
し
秀
吉
馬
廻
衆
を
蔵
入
代
官
に
任
命

(
5
)
 

し
て
、
太
閤
蔵
入
地
を
支
配
・
管
掌
せ
し
め
た
の
で
あ
る
（
「
直
属
吏
僚
代
官
方
式
」
）
。

一
方
、
豊
後
に
お
け
る
太
閤
蔵
入
地
の
設
定
と
並
行
し
、
肥
前
の
上
松
浦
地
方
に
お
い
て
は
、
先
に
旧
領
安
堵
さ
れ
た
波
多
信
時
が
、

文
禄
二
年
、
こ
れ
ま
た
朝
鮮
出
兵
中
改
易
と
な
り
、
新
た
に
蔵
入
代
官
と
し
て
豊
臣
大
名
の
寺
沢
広
高
が
入
部
し
、
本
陣
名
護
屋
を
含
む

(
6
)
 

太
閤
蔵
入
地
の
軍
事
基
地
の
強
化
に
あ
た
っ
た
が
、
南
九
州
の
島
津
氏
の
領
国
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
の
役
と
並
行
し
て
、
石
田
三
成
を
検

(
7
)

（

8
)
 

地
奉
行
と
す
る
大
規
模
な
太
閤
検
地
が
実
施
さ
れ
（
文
禄
三
・
四
年
）
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
太
閤
蔵
入
地
一
万
石
が
設
置
さ
れ
た
（
「
外
様

大
名
領
内
設
置
方
式
」
）
。
さ
ら
に
慶
長
三
年
に
は
、
小
早
川
隆
景
の
遣
領
を
相
続
し
た
秀
秋
が
、
同
じ
く
朝
鮮
陣
中
に
お
け
る
不
適
切
な
措

置
に
よ
っ
て
、
越
前
北
庄
に
減
転
と
な
り
、
そ
の
領
国
筑
前
一
国
お
よ
び
筑
後
二
郡
が
太
閤
蔵
入
地
に
編
入
さ
れ
、
石
田
三
成
に
よ
っ
て

(
9
)
 

支
配
・
管
掌
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
「
大
名
預
け
地
方
式
」
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
九
州
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
の
役
と
並
行
し
て
、
大
規
模
な
太
閤
検
地
が
実
施
さ
れ
る
と
と
も
に
、
豊
後
・
肥
前
・
肥

翫
・
大
隅
お
よ
び
筑
前
な
い
し
筑
後
に
太
閤
蔵
入
地
が
設
定
さ
れ
、
と
く
に
豊
後
に
お
い
て
は
四

0
%
（
一
六
万
八
、
ニ
―
―
石
）
、
筑
前

(11) 

に
お
い
て
は
五
五
％
（
一
八
万
六
、
0
七
七
石
）
に
お
よ
ぶ
膨
大
な
太
閤
蔵
入
地
が
設
定
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
朝
鮮
の
役
を
通
じ
て
、

統
一
権
力
で
あ
る
豊
臣
秀
吉
の
九
州
支
配
が
い
っ
そ
う
浸
透
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
北
九
州
は
、
豊
臣
政
権
の
中
枢
部

を
構
成
す
る
畿
内
と
そ
の
近
国
に
つ
い
で
、
太
閤
蔵
入
地
の
主
要
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

豊
臣
政
権
下
に
お
け
る
天
領
（
太
閤
蔵
入
地
）
の
支
配
方
式
は
、

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

こ
の
な
か
で
、

直
属
吏
僚
代
官
方
式

(
A
型）、

外
様
大
名
領
内
設
置
方

式

(
B
型
）
、
大
名
預
け
地
方
式

(
C
型
）
な
ど
、
各
種
の
形
態
が
み
ら
れ
た
が
、

A
型
が
太
閤
蔵
入
地
支
配
の
主
要
な
形

態
で
あ
っ

9m。
そ
の
意
味
で
、
豊
後
に
お
け
る
太
閤
蔵
人
地
が
畿
内
・
近
国
型
に
も
っ
と
も
近
い
と
み
て
よ
い
。
太
田
・
熊
谷
・
早
川
・
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近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

垣
見
氏
ら
秀
吉
馬
廻
衆
に
よ
る
蔵
入
支
配
が
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
か
れ
ら
は
代
官
給
の
ほ
か
に
豊
後
内
で
城
地
・
城
領

(13) 

を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
蔵
入
代
官
兼
大
名
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
実
際
に
は

A
型
か
ら

C
型
へ
の
移
行
形
態
と
み
な
さ
れ
る
。
筑
前

に
お
け
る
太
閤
蔵
入
地
は
、
慶
長
四
年
、
徳
川
家
康
ら
五
大
老
の
連
署
に
よ
っ
て
、
小
早
川
秀
秋
に
返
還
さ
れ
た
た
め
、
僅
か
に
一
年
足

ら
ず
の
期
間
に
過
ぎ
ず
、
九
州
天
領
の
主
要
基
盤
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
が
、

C
型
の
典
型
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
直
轄
都
市
長
崎

(15) 

も
、
鍋
島
直
茂
や
寺
沢
広
高
が
代
官
・
奉
行
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

C
型
に
よ
る
支
配
方
式
が
と
ら
わ
れ
た
の
で
あ

豊
臣
政
権
下
に
お
け
る
九
州
が
、
畿
内
と
そ
の
近
国
と
と
も
に
太
閤
蔵
入
地
の
主
要
基
盤
を
構
成
し
な
が
ら
、

て、

A
型
を
中
心
と
す
る
畿
内
と
そ
の
近
国
と
異
な
り
、

C
型
に
よ
る
大
名
預
け
地
方
式
を
中
心
と
し
た
こ
と
は
、

B
型
の
存
在
と
相
ま

っ
て
、
集
権
的
な
蔵
入
地
の
管
理
体
制
が
、
な
お
十
分
に
確
立
し
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
全
国
政
権
と
し

て
の
豊
臣
政
権
の
脆
弱
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
出
兵
の
失
敗
と
秀
吉
の
死
に
よ
っ
て
、
領
主
間
矛
盾
が
拡
大
し
、
大
名
領
主
相

互
の
激
烈
な
闘
争
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

(16) 

弱
め
る
要
因
と
な
っ
た
。

そ
の
支
配
方
式
に
お
い

B
.
C
型
の
太
閤
蔵
入
地
は
豊
臣
政
権
に
有
利
に
機
能
せ
ず
、
逆
に
財
政
的
基
盤
を

さ
て
、
偲
川
政
権
下
の
九
州
は
、
西
国
を
基
盤
と
す
る
豊
臣
政
権
段
階
と
異
な
り
、
逆
に
政
権
の
最
周
辺
部
に
位
置
し
、

る。

そ
こ
か
ら
出

発
す
る
と
こ
ろ
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
。
天
正
十
八
年
に
お
け
る
関
東
転
封
以
来
、
東
国
を
基
盤
に
独
自
の
領
国
体
制
を
つ
く
り
あ
げ
た

徳
川
家
康
は
、
覇
権
確
立
と
同
時
に
、
関
ケ
原
の
役
後
の
戦
後
処
理
を
通
じ
て
、
豊
臣
政
権
下
の
領
国
体
制
を
全
面
的
に
改
組
（
外
様
大

名

(11豊
臣
・
旧
族
大
名
）
に
対
す
る
改
易
・
転
封
）
し
な
が
ら
、
徳
川
一
門

(11親
藩
）
・
譜
代
大
名
の
創
出
を
通
じ
て
、
癒
川
政
権
下
の
新

(17) 

し
い
領
国
体
制
の
確
立
に
つ
と
め
た
が
、
こ
の
過
程
を
通
じ
て
、
も
っ
と
も
大
巻
く
変
容
し
た
の
は
東
海
・
東
山
お
よ
び
北
陸
の
一
部
で

(18) 

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
徳
川
系
諸
大
名
の
配
置
も
、
こ
れ
ら
の
地
域
と
そ
の
周
辺
諸
国
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
九
州
に
お
い
て
は
、
豊

前
・
両
筑
と
肥
後
に
お
い
て
大
き
く
変
容
し
、
黒
田
福
岡
・
加
藤
熊
本
両
藩
の
ほ
か
、
細
川
小
倉
・
田
中
柳
河
の
四
大
藩
が
新
た
に
成
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強
化
と
と
も
に
全
国
的
規
模
に
拡
大
し
て
ゆ
く
。

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

(19) 

立
し
た
。
徳
川
政
権
下
の
九
州
は
、
ま
ず
中
国
・
四
国
地
方
と
と
も
に
、

(20) 

り
、
そ
の
ほ
か
は
、
主
と
し
て
九
州
の
諸
大
名
に
旧
領
安
堵
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
豊
臣
系
外
様
大
名
の
加
増
転
封
の
場
と
な
っ
た
の
で
あ

家
康
は
、
江
戸
幕
府
の
創
設
以
降
、
二
元
政
治
の
も
と
で
、
軍
役
の
統
帥
権
を
諸
大
名
に
明
示
し
な
が
磁
へ
、
中
心
的
な
戦
略
・
戦
術
を

大
阪
方
に
お
い
た
が
、
豊
臣
氏
を
討
滅
—
改
易
す
る
や
、
畿
内
を
掌
中
に
収
め
、
か
っ
て
の
太
閤
蔵
入
地
で
あ
っ
た
秀
頼
の
所
領
を
没
収

(22) 

し
て
、
大
量
に
徳
川
氏
の
直
轄
領
（
天
領
）
に
緬
入
す
る
と
と
も
に
、
大
阪
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
譜
代
大
名
を
集
中
配
置
し
て
、
関
東
・

東
海
と
並
ん
で
畿
内
を
徳
川
政
権
の
主
要
な
基
盤
と
し
た
。
こ
う
し
て
、
覇
権
確
立
以
来
大
阪
の
役
ま
で
に
、
関
東
か
ら
東
海
・
畿
内
と

(23) 

そ
の
周
辺
に
か
け
て
の
天
領
集
中
配
置
の
傾
向
が
確
定
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
政
治
情
勢
に
対
応
し
て
、
慶
長
期
の
九
州
に
お
い
て
は
、
全
体
と
し
て
癒
川
権
力
の
浸
透
は
不
十
分
で
あ
り
、
領
国
体

(24) 

制
の
変
化
も
極
め
て
乏
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
関
ケ
原
の
役
後
、
長
崎
が
待
川
氏
の
直
轄
都
市
に
編
入
さ
れ
た
が
、
豊
後
に
お
い

(25) 

て
は
、
太
閤
蔵
入
地
が
没
収
さ
れ
、
新
入
封
大
名
（
両
稲
葉
1
1
臼
杵
・
豊
後
内
、
木
下
1
1
日
出
、
久
留
島
1
1
森
）
に
再
配
分
さ
れ
る
過
程
で
、
そ

の
一
部
は
徳
川
氏
の
天
領
に
編
入
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
隈
か
ら
佐
伯
に
転
封
と
な
っ
た
毛
利
高
政
は
、
引
続
恙
日
田
・
玖
珠
両
郡
を
預

(26)

（

27) 

け
ら
れ
、
ま
た
高
田
か
ら
府
内
に
転
封
と
な
っ
た
竹
中
重
利
も
、
大
分
郡
の
う
ち
に
て
一
万
五
千
石
を
預
か
り
、
さ
ら
に
細
川
氏
の
老
臣

(28) 

松
井
康
之
は
、
速
見
郡
の
う
ち
に
て
一
万
七
、

0
0
0
石
余
預
か
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
慶
長
期
九
州
の
天
領
は
、
太
閤
蔵
入
地
を

継
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
支
配
方
式
も
、
豊
臣
政
権
下
に
お
い
て
主
要
形
態
を
占
め
た
大
名
預
け
地
方
式
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
直
轄
都
市
長
崎
に
お
い
て
は
、
当
初
の
大
名
預
け
地
方
式
を
一
掃
し
、
小
笠
原
一
庵
に
つ
づ
い
て
、
側
近
豪
商
の
一
人
長
谷
川

(29) 

左
兵
衛
を
長
崎
奉
行
に
任
じ
、
外
国
貿
易
に
対
す
る
管
理
統
制
を
強
化
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
な
お
、
慶
長
十
九
年
、
有
馬
直
純

が
日
向
延
岡
に
転
封
に
な
っ
た
あ
と
、
肥
前
の
旧
有
馬
領
は
一
時
天
領
と
な
り
、
鍋
島
・
松
浦
・
大
村
氏
ら
周
辺
の
諸
大
名
に
分
割
預
け

(30) 

ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
後
任
大
名
の
入
封
ま
で
に
と
ら
れ
た
暫
定
措
置
で
あ
り
、
こ
の
種
の
天
領
は
、
幕
府
の
大
名
統
制
（
改
易
・
転
封
）
の

- 4 -



近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

家
康
の
死
後
、
徳
川
権
力
が
将
軍
秀
忠
の
も
と
に
一
元
化
し
、
幕
府
の
大
名
統
制
が
強
化
さ
れ
る
な
か
で
、
軍
役
令
が
制
定
・
公
布
さ

(31)

（

32) 

れ
る
と
と
も
に
、
譜
代
大
名
の
大
阪
周
辺
集
中
配
置
と
東
北
進
出
を
基
軸
に
、
広
汎
な
形
で
大
名
転
封
が
推
進
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

旧
豊
臣
領
国
体
制
は
大
き
く
変
容
す
る
が
、
九
州
に
お
い
て
も
、
こ
の
期
（
元
和
二
年
）
に
、
譜
代
大
名
が
最
初
に
進
出
し
て
石
川
日
田

(33) 

藩
が
成
立
す
る
一
方
、
同
六
年
に
は
、
田
中
氏
の
改
易
に
よ
っ
て
筑
後
が
大
き
く
変
化
し
、
有
馬
久
留
米
・
立
花
柳
河
・
立
花
三
池
の
三

(34) 

藩
が
成
立
し
た
。
九
州
へ
の
譜
代
大
名
の
最
初
の
進
出
が
豊
後
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
豊
臣
政
権
以
来
、
「
五
畿
内
同
前
」
体

制
化
に
よ
っ
て
、
小
藩
が
多
数
分
立
・
移
動
し
、
か
つ
天
領
が
介
在
し
て
い
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
豊
臣
政
権
下
の
大
名
預
け

地
方
式
を
継
承
し
た
慶
長
期
の
幕
府
天
領
は
、
ひ
と
ま
ず
譜
代
藩
領
に
切
替
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
領
域
支
配
が
明
権
化
す
る
と
と

も
に
、
徳
川
氏
の
九
州
支
配
に
対
す
る
橋
頭
堡
が
築
か
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
、
元
和
期
の
九
州
は
、
筑
後
な
ど
そ

の
一
部
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
た
が
、
九
州
全
体
よ
り
み
れ
ば
な
お
変
化
に
乏
し
く
、
徳
川
権
力
の
浸
透
は
未
だ
不
十
分
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
、
三
代
将
軍
家
光
に
よ
る
寛
永
政
治
が
具
体
化
す
る
に
と
も
な
い
、
九
州
の
領
国
体
制
は
大
き
く
変
化
す
る
。
家
光
の
中
心

的
な
戦
略
・
戦
術
が
九
州
を
中
心
と
す
る
西
国
に
お
か
れ
た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
寛
永
九
年
の
加
藤
氏
の
改
易
を
契
機
に
、
豊
臣

(35) 

政
権
以
来
の
加
藤
熊
本
藩
が
解
体
し
、
豊
前
小
倉
か
ら
細
川
忠
利
が
配
置
さ
れ
て
、
新
し
く
細
川
熊
本
藩
が
成
立
す
る
一
方
、
豊
前
か
ら

豊
後
に
か
け
て
、
小
笠
原
小
倉
・
小
笠
原
中
津
・
松
平
麟
龍
王
・
小
笠
原
杵
築
•
松
平
鵡
亀
川
の
五
つ
の
譜
代
藩
が
集
中
配
置
さ
れ
た
の

(36) 

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
西
九
州
に
お
い
て
も
、
寛
永
十
五
年
の
松
倉
氏
の
改
易
（
島
原
の
乱
）
を
契
機
に
、
新
し
く
高
力
忠
房
が
配
置
さ
れ

(37) 

て
譜
代
島
原
藩
が
成
立
し
、
正
保
四
年
に
は
寺
沢
氏
が
改
易
と
な
り
、
一
時
天
領
に
編
入
さ
れ
た
の
ち
、
慶
安
二
年
に
は
、
大
久
保
忠
職

(38) 

が
配
置
さ
れ
て
、
唐
津
藩
も
譜
代
藩
に
切
替
え
ら
れ
た
。

(39) 

こ
う
し
て
、
寛
永
ー
慶
安
期
の
九
州
は
大
き
く
変
容
し
、
東
・
西
九
州
に
六
つ
の
譜
代
藩
領
が
形
成
さ
れ
、
徳
川
氏
の
九
州
支
配
が
強

(40) 

化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
直
轄
都
市
長
崎
の
警
備
体
制
も
強
化
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
家
光
の
西
国
に
対
す
る
戦
略
・
戦
術
の
一
環
を

(41) 

な
す
も
の
で
、
同
じ
過
程
を
通
じ
て
、
中
国
・
四
国
に
も
貫
徹
さ
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
、
徳
川
系
諸
大
名
の
配
置
は
全
国
に
拡
大
さ
れ
た
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の
で
あ
る
。

徳
川
政
権
下
の
領
国
体
制
は
、
ほ
ぼ
こ
の
期
に
体
制
確
立
を
完
了
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

(42) 

略
・
戦
術
と
並
行
し
、
軍
役
令
を
改
訂
・
整
備
す
る
一
方
、
こ
の
期
に
参
勤
交
代
を
制
度
化
し
、
鎖
国
体
制
を
完
成
し
た
こ
と
で
あ
る
。

家
光
の
西
国
に
対
す
る
戦
略
・
戦
術
は
、
実
は
鎖
国
体
制
完
成
の
た
め
の
国
内
的
な
政
治
的
措
置
に
ほ
か
な
ら
ず
、
長
崎
奉
行
も
、
老

中
・
若
年
寄
・
三
奉
行
を
中
心
と
す
る
幕
政
中
枢
機
構
の
整
備
と
並
行
し
て
、
こ
の
期
に
側
近
豪
商
か
ら
幕
府
の
直
属
家
臣
団
で
あ
る
旗

(43)

（

44) 

本
に
切
替
え
ら
れ
た
。
ま
た
天
領
に
お
け
る
郡
代
・
代
官
支
配
の
方
式
も
、
こ
の
期
に
急
速
に
整
備
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

九
州
に
お
い
て
は
、
東
九
州
に
お
け
る
譜
代
藩
の
集
中
配
置
に
よ
っ
て
、
先
に
成
立
し
た
石
川
日
田
藩
は
、
譜
代
藩
と
し
て
の
存
在
意

義
を
少
な
く
し
、
寛
永
十
年
、
石
川
氏
の
佐
倉
転
封
を
契
機
に
、
再
び
天
領
と
な
り
、
一
時
中
津
・
杵
築
両
藩
の
大
名
預
所
と
な
っ
た

(45) 
が
、
寛
永
十
六
年
に
至
っ
て
、
日
田
に
永
山
布
政
所
が
設
置
さ
れ
、
代
官
小
川
藤
左
衛
門
・
同
九
左
衛
門
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
に

(46)

（

47) 

な
っ
た
。
さ
ら
に
同
十
八
年
に
は
、
山
崎
氏
の
丸
亀
転
封
を
契
機
に
、
天
草
も
天
領
に
編
入
さ
れ
、
代
官
鈴
木
重
成
に
よ
る
支
配
が
開
始

(48) 

さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
寛
永
期
の
九
州
は
、
譜
代
藩
が
集
中
配
置
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
天
領
が
広
汎
に
成
立
し
、
大
名
預
け
地
方
式

に
代
わ
っ
て
、
代
官
支
配
の
原
則
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
九
州
天
領
に
お
け
る
直
属
吏
僚
代
官
方
式
は
、

こ
こ
に
至
っ
て
は
じ
め
て
確

さ
て
、
家
光
時
代
に
お
け
る
幕
府
の
戦
略
・
戦
術
の
転
換
（
軍
役
令
の
改
訂
・
整
備
と
そ
の
意
味
・
内
容
の
変
化
↓
参
勤
交
代
の
制
度
化
、
鎖
国

体
制
の
完
成
）
は
、
家
光
の
死
を
契
機
に
い
っ
そ
う
顕
著
と
な
り
、
幕
政
は
徳
川
一
門
・
元
老
を
中
心
と
す
る
集
団
指
導
体
制
の
も
と
で
、(49) 

テ

）

0

い
わ
ゆ
る
II
文
治
政
治
II

が
開
始
さ
れ
、
政
治
中
枢
機
構
の
最
終
整
備
と
と
も
に
、
大
名
統
制
が
著
し
く
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

大
名
統
制
の
緩
和
は
、
改
易
・
転
封
を
少
な
く
し
、
そ
の
結
果
は
、
大
名
の
定
着
と
領
国
の
固
定
化
を
招
来
す
る
。
九
州
に
お
い
て
も
、

こ
う
し
た
幕
政
の
転
換
に
と
も
な
う
領
国
体
制
の
新
し
い
動
向
は
顕
著
に
現
わ
れ
、
新
立
の
譜
代
藩
が
激
減
す
る
と
と
も
に
、
前
代
に
引

続
き
、
譜
代
大
名
の
定
着
が
進
行
す
る
（
東
九
州
）
。
す
な
わ
ち
、
日
根
野
氏
の
改
易
の
あ
と
、
府
内
領
は
一
時
天
領
（
臼
杵
藩
大
名
預
所
）

と
な
っ
辺
が
、
万
治
元
年
に
お
け
る
松
平
鵡
忠
昭
の
入
部
と
同
時
に
譜
代
藩
と
な
り
定
着
し
〗

i。
大
友
氏
の
改
易
以
来
、
激
し
く
変
容
し

立
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

重
要
な
こ
と
は
、
以
上
み
る
戦
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近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

た
豊
後
も
、

こ
の
期
に
大
名
配
置
が
完
了
し
て
、

そ
の
領
国
は
固
定
化
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
対
し
て
、
西
九
州
に
お
い
て
は
新
立
の
譜
代
藩
は
な
く
、
島
原
・
唐
津
両
藩
に
お
い
て
大
名
領
主
が
交
代
し
た
が
（
島
原
藩
1
1

(52) 

高
力
↓
松
平
”
•
唐
津
藩

i
I
大
久
保
↓
松
平
鵡
）
、
東
・
西
九
州
に
お
け
る
こ
う
し
た
譜
代
藩
の
違
い
は
、
設
置
の
目
的
・
機
能
の
相
違
に
由
来
す

(53) 

る
も
の
で
、
事
実
、
唐
津
藩
の
大
久
保
氏
は
、
老
中
就
任
に
と
も
な
い
佐
倉
転
封
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
唐
津
藩
の
所
領
は
、
松

(54) 

平
鵡
氏
が
入
部
す
る
と
き
、
筑
前
恰
土
郡
の
所
領
一
万
石
が
上
知
と
な
っ
て
天
領
に
編
入
さ
れ
た
が
、
寛
文
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
大

(55) 

き
な
変
化
は
、
寛
文
四
年
、
戸
田
忠
昌
が
富
岡
に
配
置
さ
れ
て
、
天
草
が
一
時
天
領
か
ら
譜
代
藩
領
に
切
替
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
し

(56) 

か
し
、
同
十
一
年
に
は
、
寺
社
奉
行
就
任
に
と
も
な
う
関
東
転
封
に
よ
っ
て
、
再
び
天
領
に
切
替
え
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
、
寛
文
・
延
宝
期
、
全
国
的
に
定
着
・
固
定
化
の
傾
向
を
示
し
た
徳
川
政
権
下
の
領
国
体
制
は
、
五
代
将
軍
綱
吉
の
登
場
に

よ
っ
て
、
新
た
な
流
動
期
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
徳
川
氏
初
の
養
子
将
軍
で
あ
る
綱
吉
は
、
将
軍
専
制
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
待
川

(57) 

系
諸
大
名
を
中
心
に
大
名
統
制
を
強
化
し
た
の
で
あ
る
。
九
州
に
お
い
て
は
、
天
和
二
年
、

II
越
後
騒
動
II

に
連
坐
し
た
罪
に
よ
り
、
松

(58) 

平
麟
直
矩
が
姫
路
一
五
万
石
か
ら
日
田
七
万
石
に
減
転
と
な
り
、
こ
こ
で
天
領
田
田
は
一
時
徳
川
一
門
の
所
領
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
貞

(59) 

享
三
年
に
は
、
直
矩
の
山
形
転
封
に
よ
っ
て
、
再
び
天
領
と
な
り
、
以
降
日
田
は
代
官
な
い
し
郡
代
の
支
配
地
と
な
っ
て
幕
末
に
至
る
の

で
あ
る
。
つ
い
で
元
禄
四
年
、
有
馬
氏
の
糸
魚
川
転
封
の
あ
と
延
岡
領
に
は
、
翌
五
年
、
新
し
く
三
浦
明
敬
が
配
置
さ
れ
て
譜
代
延
岡
藩

(60)

（

61) 

が
成
立
し
た
が
、
こ
の
と
き
、
富
高
。
宮
崎
・
穂
北
な
ど
の
旧
延
岡
領
の
一
部
は
天
領
に
編
入
さ
れ
、
こ
う
し
て
、
日
向
天
領
の
中
枢
部

(62) 

が
構
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
十
一
年
、
中
津
小
笠
原
氏
の
改
易
（
減
封
）
の
際
、
上
知
分
四
万
石
も
天
領
と
な
り
、
こ
こ
に
九
州
の
天
領

は
、
元
禄
期
に
至
っ
て
、
日
向
・
豊
前
に
お
い
て
著
し
く
拡
大
し
、
最
大
の
所
領
規
模
を
も
つ
に
至
っ
た
。

じ
ま
、
ィ
t 以

上
の
よ
う
に
、
天
和
ー
元
禄
期
の
九
州
は
、
綱
吉
の
新
し
い
戦
術
を
反
映
し
て
、
新
し
く
譜
代
延
岡
藩
が
成
立
し
た
ほ
か
、
日
向
・

豊
前
に
お
い
て
天
領
が
拡
大
さ
れ
た
が
、
九
州
全
体
よ
り
み
れ
ば
領
国
体
制
の
変
化
は
少
な
く
、
大
名
の
定
着
に
と
も
な
う
領
国
の
固
定

ほ
ぼ
こ
の
期
に
完
了
す
る
。
あ
と
は
特
定
の
譜
代
藩
に
お
い
て
大
名
領
主
が
交
代
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
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(63) 

六
代
将
軍
家
宣
治
下
の
正
徳
期
に
決
定
的
と
な
り
、
譜
代
大
名
の
転
封
も
交
換
転
封
方
式
が
主
流
と
な
る
。
正
徳
二
年
、
三
浦
氏
（
日
向

(64) 

延
岡
）
は
、
本
多
（
三
河
刈
谷
）
、
松
平
罪
（
下
総
古
河
）
、
牧
野
（
三
河
吉
田
）
三
氏
と
の
間
で
交
換
転
封
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
延
岡
に

(65)

（

66)

（

67) 

は
牧
野
成
央
が
配
置
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
、
牧
野
延
岡
藩
領
五
万
七
、

0
0
0
石
の
不
足
分
は
、
日
向
・
豊
後
の
天
領
か
ら
緬
入
さ
れ
た
が
、

こ
の
よ
う
に
、
幕
府
の
天
領
は
特
定
不
動
の
も
の
と
し
て
固
定
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
譜
代
藩
領
あ
る
い
は
旗
本
領
と
密
接
な

(68) 

関
連
を
有
し
な
が
ら
、
相
互
に
交
替
し
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
天
領
の
研
究
は
、
三
者
の
統
一
的
な
考
察
が
必

要
で
あ
り
、
旗
本
領
の
少
な
い
九
州
に
お
い
て
は
、
譜
代
藩
領
と
の
関
連
に
お
い
て
総
合
的
に
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

江
戸
幕
府
最
初
の
大
規
模
な
改
革
で
あ
る
享
保
改
革
が
、
改
革
の
主
目
標
と
し
た
年
貢
増
徴
策
に
お
い
て
、
大
名
改
易
に
よ
る
天
領

(69) 

の
拡
大
と
い
う
方
向
を
と
ら
ず
、
徴
租
方
式
の
改
革
と
新
田
開
発
の
推
進
と
い
う
形
を
と
っ
た
こ
と
は
（
「
幕
府
体
制
」
内
改
革
）
、
享
保
改

革
が
大
名
改
易
の
減
少
、
転
封
方
式
の
変
化
に
と
も
な
う
領
国
の
固
定
化
と
い
う
時
代
の
基
本
的
趨
勢
の
枠
組
み
の
な
か
で
断
行
さ
れ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
逆
に
改
革
過
程
を
通
じ
て
、
右
に
み
る
基
本
的
趨
勢
は
決
定
的
と
な
り
、
こ
の
期
に
譜
代
大
名
の
大
半
は
定

(70) 

着
を
完
了
す
る
。
九
州
に
お
い
て
は
、
享
保
二
年
、
中
津
小
笠
原
氏
の
改
易
の
あ
と
、
奥
平
昌
成
が
配
置
さ
れ
、
新
し
く
奥
平
中
津
藩
が

成
立
し
て
定
着
し
、
下
っ
て
延
享
四
年
に
は
、
牧
野
氏
（
日
向
延
岡
）
が
井
上
（
常
陸
笠
間
）
・
内
藤
（
陸
奥
磐
城
平
）
両
氏
と
の
間
で
交
換

(71)

（

72) 

転
封
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
延
岡
に
は
内
藤
政
樹
が
配
置
さ
れ
て
定
着
し
た
。

こ
う
し
て
、
九
州
に
お
い
て
も
、
享
保
ー
延
享
期
に
、
東
九
州
の
二
つ
の
譜
代
藩
に
お
い
て
大
名
領
主
が
定
着
し
た
が
、
奥
平
中
津
藩

(73)

（

74) 

領
六
万
石
の
不
足
分
は
、
豊
前
・
筑
前
の
九
州
天
領
お
よ
び
備
後
の
天
領
が
あ
て
ら
れ
た
。
大
名
の
定
着
に
と
も
な
う
領
国
の
固
定
化
に

よ
っ
て
、
奥
平
中
津
藩
領
は
九
州
以
外
に
ま
で
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
九
州
に
お
い
て
は
、
西
九
州
の
島
原
・
唐
津
の
両
譜
代
藩

に
お
い
て
の
み
転
封
が
継
続
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
宝
暦
十
二
年
に
お
け
る
三
者
間
交
換
転
封
（
土
井
唐

(75) 

津
・
松
平
紐
古
河
•
水
野
岡
崎
）
に
よ
っ
て
、
新
し
く
水
野
唐
津
藩
が
成
立
し
た
際
、
旧
唐
津
領
の
う
ち
、
筑
前
恰
土
郡
・
肥
前
松
浦
郡
の

所
領
一
万
石
が
上
知
と
な
り
天
領
に
編
入
さ
れ
た
。
下
っ
て
文
化
三
年
、
立
花
種
善
が
陸
奥
下
手
渡
に
転
封
に
な
っ
た
あ
と
、
旧
三
池
藩

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

唐
津
藩
に
お
い
て
は
、
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近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

め
よ
う
。

す
で
に
第
一
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
豊
後
に
は
文
禄
二
年
、
大
友
氏

の
改
易
後
太
閤
蔵
入
地
が
設
定
さ
れ
た
が
、
第
一
表
は
、
そ
の
と
き
の
配

(77) 

分
状
況
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
秀
吉
馬
廻
衆
の
太
田
・

熊
谷
・
早
川
・
垣
見
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
大
野
・
直
入
・
大
分
•
海
部
の
四

郡
に
蔵
入
代
官
と
し
て
任
命
さ
れ
る
と
同
時
に
、
合
計
二
万
五
千
石
の
代

官
給
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
『
駒
井
日
記
』
は
、
「
相
残
所
者
宮
部
法
印

御
代
官
に
而
候
」
と
し
、
当
座
代
官
支
配
地
と
し
て
二
万
石
を
計
上
し
て

い
る
が
、
「
乍
去
近
日
毛
利
兵
橘
•
宮
木
長
仁
な
と
可
被
遣
由
に
候
」
と

し
、
毛
利
（
高
政
）
•
宮
木
（
長
次
郎
、
宮
城
豊
盛
の
こ
と
）
両
氏
が
、

残
」
る
宮
部
法
印
（
継
潤
）
支
配
下
の
太
閤
蔵
入
地
を
分
掌
し
た
こ
と
を 「相

ま
ず
、
豊
臣
政
権
下
に
お
け
る
豊
後
の
太
閤
蔵
入
地
の
検
討
よ
り
は
じ

第 1表

郡 名

(1) 

太
閤
蔵
入
地
と
天
領
の
成
立

太
閤
蔵
入
地
の
存
在
形
態

豊後における太閤蔵入地（文禄2年）

1太閤蔵入地 l 代 官 I
石斗升

大野郡 53,201.80 太田一吉

直入郡 32,980.93 熊谷直陳

大分郡 57,929.00 早川長政

海部郡 28,000.00 垣見一直

その他＊20,000.00 宮部継潤
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

↓（内）I I 
（具旦喜）1（40, 0 0 0. 00) 1言旦二誓i
〔註〕『駒井日記』・『豊後旧記』・「豊後佐伯毛利

家譜」・『豊後日田永山布政史料』・「日田御代

官代々御名前附」などによって作成。＊は当

座代官支配地。

中
核
を
占
め
た
豊
後
（
日
田
）
が
中
心
と
な
る
。

(76) 

領
が
天
領
と
な
っ
た
が
、

代官給

石
10,000 

3,000 

10,000 

2,000 

こ
れ
は
、
九
州
天
領
に
お
い
て
も
っ
と
も
遅
く
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
九
州
天
領
は
、

ほ
ぼ
こ
の
段
階
の
所

領
規
模
と
地
域
分
布
を
維
持
し
た
形
で
幕
末
に
至
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
九
州
天
領
の
支
配
・
存
在
形
態
と
そ
の
特
質
・
推
移
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
考
察
は
豊
臣
政
権
以
来
、
九
州
天
領
の
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者
は
、

の
で
あ
る
。

12) (1) 

「
相
残
」
る
太
閤
蔵
入
地
と
は
、
前
記
馬
廻
衆
の
配
置
と
諸
大
名
の
城
地
・
城
領
の
位
置
よ
り
勘
案
し
て
、
日
田
・
玖
珠

両
郡
と
考
え
ら
れ
る
が
、
毛
利
氏
は
同
じ
文
禄
二
年
、
二
万
石
の
大
名
と
し
て
日
田
（
隈
）
に
入
部
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
日
田
・

玖
珠
両
郡
の
太
閻
蔵
入
地
は
、
毛
利
高
政
の
大
名
預
け
地
、
な
い
し
は
代
官
宮
城
豊
盛
の
支
配
地
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
幻
6

以
上
の
よ
う
に
、
豊
後
の
太
閤
蔵
入
地
は
（
左
図
参
照
）
、
①
大
名
預
け
地

(
C
型
）
と
③
代
官
支
配
地

(
A
型
）
に
分
か
れ
る
が
、
前

さ
ら
に
豊
後
の
太
閤
検
地
を
施
行
し
た
宮
部
継
潤
（
烏
取
城
主
）
の
当
座
支
配
地
（
切
別
置
型
）
と
豊
後
に
大
名
と
し
て
入
部
し
た

毛
利
高
政
（
隈
城
主
）
ら
の
支
配
地
（
日
併
置
型
）
に
分
か
れ
、
後
者
は
、

秀
吉
馬
廻
衆
の
支
配
地
（
り
）
と
宮
城
豊
盛
ら
一
般
代
官
の
支
配
地
（
回
）
に
分
か
れ
る
。

入
部
し
て
い
る
た
め
、

m回
と
②
り
の
混
合
形
態
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
熊
谷
氏
ら
は
翌
文
禄
三
年
豊
後
の
う
ち
に
て
城
地
・
城
領
を
与

(81) 

え
ら
れ
た
た
め
（
熊
谷
1
1
安
城
・
早
川
1
1
府
内
・
垣
見
ー
富
来
）
、
こ
の
過
程
で
切
り
か
ら
①
回
に
移
行
し
、
ま
た
宮
部
氏
の
当
座
支
配
地
も

m

回
な
い
し
⑨
仰
に
変
化
し
た
た
め
、
豊
後
の
太
閤
蔵
入
地
は

C
型
の

m回
が
主
要
形
態
と
な
り
、
そ
れ
に

A
型
の
②
回
が
一
部
残
存
し
た

示
し
て
い
る
。

大
名
頚
け
地

(
C
型）

い
別
置
11
宮
部
継
潤
（
当
座
支
配
）

＿
国
併
置

1
1
[
/
[
1
1
[／
・
検
地
奉
行
）

ヽ
~

イ
熊
谷
・
早
川
・
垣
見
ら

（
 

（
大
名
と
な
る
）

ロ
宮
城
豊
盛
•
そ
の
他

代
官
支
配
地

(
A
型
）
一
）

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

A
型

C
型

豊
後
に
蔵
入
代
官
と
し
て
入
部
し
た
熊
谷
・
早
川
・
垣
見
氏
ら

(80) 

な
お
、
太
田
一
吉
は
大
名
取
立
（
美
濃
内
）
後
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近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

豊
臣
政
権
下
に
お
い
て
、
九
州
天
領
の
中
核
を
占
め
た
豊
後
の
太
閤
蔵
入
地
が
朝
鮮
陣
中
に
設
置
さ
れ
、
か
っ

C
型
の
大
名
預
け
地
を

主
要
形
態
と
し
た
こ
と
は
、
豊
臣
政
権
の
経
済
的
基
盤
の
強
化
と
い
う
よ
り
、
朝
鮮
へ
の
食
糧
供
給
を
目
的
と
す
る
兵
姑
基
地
設
定
と
し

て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
が
よ
り
純
粋
に
年
貢
徴
収
の
み
を
目
的
と
す
る
代
官
支
配
地
を
一
般
化
せ
し
め
な
か
っ
た
理

(82) 

由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
慶
長
二
年
の
朝
鮮
再
征
の
と
き
、
中
川
氏
（
岡
）
を
除
く
豊
後
の
諸
大
名
は
目
付
に
任
命
さ
れ
た
が
、

(83)

（

84) 

こ
の
と
き
の
私
曲
に
よ
っ
て
、
太
田
・
熊
谷
・
垣
見
お
よ
び
福
原
氏
は
蟄
居
・
謹
慎
（
改
易
）
を
命
じ
ら
れ
た
た
め
、
か
れ
ら
が
支
配
す

(85) 

る
太
閤
蔵
入
地
は
没
収
と
な
り
、
こ
の
間
、
早
川
氏
は
府
円
か
ら
杵
築
、
さ
ら
に
杵
築
か
ら
府
内
に
転
封
と
な
り
、
慶
長
五
年
二
月
に
至

(86) 

っ
て
、
杵
築
六
万
石
（
速
見
郡
）
は
宮
津
城
主
細
川
忠
興
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

初
期
天
領
の
支
配
形
態
と
特
質

そ
こ
で
次
に
、
徳
川
政
権
下
に
お
け
る
九
州
の
初
期
天
領
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

(87) 

第
二
表
は
、

近
世
（
文
禄
二
年
以
降
幕
末
に
至
る
）
に
お
け
る
日
田
の
所
領
・
支
配
形
態
お
よ
び
歴
代
代
官
・
郡
代
名
と
そ
の
在
任
期
間

・
所
在
陣
屋
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
関
ケ
原
の
役
後
の
戦
後
処
理
の
一
環
と
し
て
、
豊
後
は
七
大
名
に
細

分
さ
れ
る
と
と
も
に
、
太
閤
蔵
入
地
の
一
部
は
徳
川
氏
の
天
領
に
編
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
日
田
・
玖
珠
両
郡
は
、
慶
長
六
年
、
隈
か

ら
佐
伯
に
転
封
と
な
っ
た
毛
利
高
政
の
大
名
預
け
地
と
な
っ
ば
6

す
な
わ
ち
、
徳
川
政
権
下
の
日
田
は
、
ま
ず
、
太
閤
蔵
入
地
を
継
承
し

た
形
で
引
続
ぎ
天
領
と
な
り
、
毛
利
佐
伯
藩
の
大
名
預
所
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
。

と
こ
ろ
で
、
江
戸
幕
府
天
領
の
一
形
態
を
示
す
大
名
預
所
の
初
期
に
お
け
る
支
配
形
態
は
、
代
官
支
配
地
の
そ
れ
に
比
較
し
て
不
明
な

点
が
多
い
が
、
一
般
的
に
は
天
領
を
預
か
る
当
該
大
名
の
番
代
（
城
番
代
官
）
に
よ
っ
て
直
接
支
配
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
豊
後
日

(89) 

日
永
山
布
政
史
料
』
は
、
日
田
の
番
代
と
し
て
、
関
ケ
原
の
役
以
前
は
高
政
の
父
毛
利
友
重
を
あ
げ
、
慶
長
六
年
以
降
は
家
臣
の
毛
利
隼

人
佐
を
あ
げ
て
い
る
。
し
か
る
に
他
の
個
所
に
お
い
て
は
、
日
田
の
大
名
領
主
を
小
川
光
氏
と
し
（
壱
岐
守
、
日
田
那
一
万
石
・
玖
珠
郡
一
万

(2) 
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筆
者
の
近
世
大
名
に
関
す
る
総
合
研
究
に
よ
れ
屯
‘
九
州
に
は
小
川
姓
を
名
乗
る
近
世
大
名
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
光
氏
は

大
名
で
は
な
く
代
官
と
し
て
入
部
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
慶
長
期
の
日
田
・
玖
珠
両
郡
は
、
豊
臣
期
の
そ
れ
と
等
し
く
、

大
名
預
所
と
代
官
支
配
地
よ
り
な
り
、
毛
利
氏
と
小
川
氏
の
支
配
領
域
に
分
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
寛
永
十

年
石
川
氏
の
佐
倉
転
封
の
あ
と
、
再
び
天
領
と
な
り
大
名
預
所
と
な
っ
た
際
、
毛
利
氏
の
旧
支
配
領
域
が
杵
築
藩
に
、
小
川
氏
の
旧
支
配

(93) 

領
城
が
中
津
藩
に
、
そ
れ
ぞ
れ
分
割
預
け
ら
れ
た
事
実
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
吾
る
。
前
掲
『
布
政
史
料
」
に
よ
る
と
、
光
氏
の
死

（
年
度
不
詳
）
後
、
家
臣
の
小
川
喜
助
・
同
又
左
衛
門
の
両
名
が
、
こ
れ
を
代
行
し
た
と
あ
る
が
、
こ
の
両
名
は
、
大
阪
の
役
に
際
し
て
日

(94) 

田
の
年
貢
米
を
大
阪
陣
所
に
急
送
し
て
い
る
。
大
阪
の
役
に
お
け
る
畿
内
・
近
国
の
天
領
か
ら
の
兵
糧
米
輸
送
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
一

(95) 

部
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
瀬
戸
内
に
近
隣
す
る
天
領
日
田
も
、
兵
糧
米
供
給
地
と
し
て
の
重
要
な
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。

元
和
年
間
、
幕
府
の
大
名
統
制
が
強
化
さ
れ
、
旧
豊
臣
領
国
体
制
が
大
き
く
変
容
す
る
な
か
で
、
同
二
年
、
譜
代
大
名
の
石
川
忠
総
が

美
濃
大
垣
か
ら
日
田
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
田
は
天
領
か
ら
譜
代
藩
領
に
切
替
え
ら
れ
た
が
、
こ
の
と
き
の
譜
代
日
田
藩
領

(96)

（

97) 

六
万
石
は
、
日
田
・
玖
珠
両
郡
と
速
見
郡
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
忠
総
は
豆
田
を
城
下
と
し
、
城
下
町
の
建
設
に
あ
た
る
一
方
、
同
五

年
検
地
を
実
施
し
た
が
、
こ
の
と
ぎ
の
石
川
検
地
は
、

文
禄
弐
巳
年
、
宮
部
法
印
御
検
地
之
由
御
座
候
得
共
、
其
節
之
検
地
帳
・
名
寄
帳
二
而
も
無
御
座
候
、
其
後
元
和
五
未
年
、
石
川
主
殿

(98) 

頭
様
御
竿
改
御
検
地
水
帳
写
を
以
、
諸
勘
定
仕
来
申
候

で
あ
る
。

(90) 

石
、
合
計
二
万
石
）
、
入
部
の
年
を
慶
長
六
年
九
月
頃
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
光
氏
の
名
は
「
日
田
御
代
官
代
々
御
名
前
附
」
に
も
み
え
、

「
小
川
壱
岐
守
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
入
部
の
年
は
慶
長
十
九
年
と
な
っ
て
い
る
。
高
政
と
光
氏
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
日
田

（

島

）

（

91）

「
石
松
家
文
書
」
の
う
ち
、
慶
長
年
代
と
推
定
さ
れ
る
史
料
に
、
「
壱
岐
」
の
名
で
発
給
し
た
中
嶋
村
の
庄
屋
取
立
に
関
す
る
文
書
が
存

在
し
、
こ
の
場
合
「
壱
岐
」
は
光
氏
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
光
氏
が
日
田
の
民
政
に
関
す
る
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態
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第 2 表 近世日田の所領・支配形態および代官・郡代名・在任期間一覧

年 次 I所領形態 I 支 配 形 態 I 大 名 名 I代官・郡代名 I 在任期間 ； ： 在陣場所 I 備 考

｛太大閤蔵名入領地

豊臣大名領 ！ （隈 藩）

（慶隈長よ6り年佐、伯毛に利転高封政、） 

20,000石（豊後日田・玖珠郡内）
文禄2年一慶長5年 毛利伊勢守高政

大名預所～代官支配地 （宮城長次郎豊盛） （豊後日田・玖珠郡内）

慶長6年一元和2年 江轄領戸幕府直 大名預所［ （佐伯藩） 毛利伊勢守高政 （小川壱岐守光氏） （同）

元和2年一寛永10年 1大名領 譜代藩領： （日田藩） I石川主殿頭忠総 I i I 60, ooo石（豊後日田・玖珠・速見郡内）

寛永10年一寛永16年 1江轄領戸幕府直 1 大名預所 i（（杵中 津築 藩藩））1 小小笠笠原原壱信濃岐守守忠長次知 （（竹久内野猪六右太衛夫門）） I | （豊後日田、玖珠郡内）

寛永16年一寛文5年 代官支配地 ＇（日田・高松）
｛小小川川藤九左左衛衛門門正氏長行 （（寛寛永永1166年年一一慶明暦安冗2年年）） i ！ ： 日田在陣・高松兼支 （寛晨永の1の6羹年、 永府山内藩布政の代所設官置と、な贔明暦2年治元日年根野よ氏り高改） 

同 地区 領、となるにおよび兼 、支万配
｛小小 川川 藤叉左左衛衛門門正行久広 （（慶明暦安元2年年一一寛寛文文55年年）） 〔70,000石〕〔豊後・豊前〕

寛文5年一寛文6年 I 同 I大名預所 i（熊本藩） I細川越中守綱利 （棋島半之丞） 1 | （豊後・豊前）

寛文6年一延宝5年 同 代官支配地 （日田・高松）
｛山田清左衛門利信

竹近 藤内 三助郎右衛兵衛門政信勝就
｛（（（（寛寛寛寛文文文文16691年年年年一一一一延寛寛寛文宝文文11959年年年年）））） ！，＇ 麻高高日松松松田任在在在陣陣陣陣 | （晶寛文寛6年文、11年日田より・高延松宝両5代年官ま支で配、区山に田分代官けのる。一1l!人）

延宝5年ー天和2年 I 同 I 同 i （日田・高松） I |｛永三田田七次郎郎左右衛衛門門守貞清良 1 （（延延宝宝55年年ーー天天和和22年年）） i！ 高日松田在在陣陣 I （（ 西東） ） （( 33 55 ,, 00 00 00 石石〕〕

天和2年一貞享3年 I大名領 親藩領 （日田藩） I松平大和守直矩 I I 10, ooo石（一部＝金山辺地は天領）

貞享3年一元禄元年 1は贔幕府直 1 代官支配地 ： （日田・高松） I ｛小小 川野 藤長左左衛衛門門正正久好 1 （（貞貞享享33年年一一元元禄禄元元年年）） i！ 高日松田在在陣陣 I （（西東）） 〔〔3355,,000000石石〕〕 （草貞享代官2年支配よ地り一と部な天る）

元禄元年一元禄5年 I 同 I 同 ! （高松・日田） I 三田次郎右衛門守良 I （元禄元年一元禄5年） ！ 高松在陣・日田兼支 I (62,000石〕 （同）

元禄5年一元禄11年 I 同 I 同 } （高松・日田） I （今小長井谷勘九右左衛衛門門正兼直綱） （＜元天禄草5代年一官＞元禄11年） ！ ！ 高（富松岡在在陣陣・）日田兼支 ！ （豊16後,83内47石0,＝81豊7石後、日他田・玖珠郡・他）
， 

『： （日田・高松）
室七郎左衛門重福 （元禄11年一正態3年） ： 日田在陣・高松兼支 〔100,000石〕（豊前の天領増地）

元禄11年一正徳3年 同 同 年（岡））田庄太夫俊陳、四日市在陣（元禄13年一正徳3
室金右衛門富章 （正徳元年一正徳3年） （代官見習）

正徳4年一享保元年 I 同 I 同 ！ （高松・日田） I 南条金左衛門則明 （正徳4年一享保元年） ！ 高松在陣・日田兼支 I 〔80,000石〕（豊前の天領は天草領となる）

享保元年一享保2年 l 同 I 同 ！ （高松・日田） I 室 七郎左衛門重福 I （享保元年一享保2年） i 高松在陣・日田兼支 （日田・天草兼帯支配）

享保2年一享保8年 I 同 I 同 i （高松・日田） 池田喜八郎季隆 （享保2年一享保8年） ！高松在陣・日田兼支 (100 000石）｛一部は前中津藩領向となる、増豊地前の天草' 領、筑・日の天領

享保9年一享保19年 I 同 ! 同 i （日田・高松） I 、 増田太兵衛永政 I（享保9年一享保19年） i 日田在陣・高松兼支 123,865石

享保19年一寛保2年 l 同 I 同 ! （日田・高松） | I 岡田庄太夫俊惟 I （享保19年一寛保2年） i 日田在陣・高松兼支 123,869石（豊後・豊前・筑前・日向）

寛保2年一延享4年 同 I 大名預所！ （小倉藩） 小笠原右近将監忠基 I | （豊後玖珠・速見・国東郡内32,000石）

寛保2年一宝暦7年 代官支配地 （日田・高松）
岡田庄太夫俊惟 （寛保2年一宝暦4年） ： （（豊延享後4・年豊前よ り・ 筑元前に復・す日）向）

同 日田在陣・高松兼支
岡田九郎左衛門俊博 （宝暦4年一宝暦7年） 137,600石

揖斐十太夫政俊
（宝暦8年ー安永元年） ； 

（揖斐十太夫、明和4年郡代、以降代々郡代となる）

揖斐富次郎鐘俊 （安永元年ー安永6年） 日田在陣・高松兼支
149,975石（肥前・筑前・日向の天領増地）

宝暦8年一寛政5年 同 郡代支配地 （日田・高松） 外天草兼帯支配（明和5年ー天明 3年）
揖斐靱負政喬 （安永6年ー天明6年）

揖斐造酒助政恒 （天明 6年一寛政5年）

同 羽倉権九郎秘救 （寛政5年ー文化6年）， 日田在陣 羽（寛の倉政支権配5九年を郎へよ、てり文裔、化松同31陣1年屋年郡以は代萩降と原島な原•菅る藩・谷の・預浅岡所と3代な官る）寛政5年ー文化7年 同 （日 田）
羽倉外記秘道 （文化6年ー文化7年） （塁官となるも所属不）

郡代支配地 三河口太忠輝昌 （文化7年ー文化12年） ； （三河口太忠、文化7年郡代となる）
文化7年ー文化13年 同 （日 田） 日田在陣

代官支配地 三河口八蔵輝光 （文化12年ー文化13年）

文化14年ー天保6年 I 同 I 郡代支配地 I （日 田） I 塩谷大四郎正義 I（文化14年ー天保6年） i 日田在陣 | （文政4年郡代となる）
天保7年ー天保8年 l 同 I 代官支配地 ，（予崎代官預)| 1 高木作右衛門忠篤 i （天保7年一天保8年） i 長崎在陣 I 

天保8年ー天保12年
郡代支配地

田） ！ 
寺西蔵太元栄 （天保8年ー天保12年） 日田在陣

（寺西蔵太、天保7年郡代、同8年入部）
同 （日

117,534石（豊後・豊前・日向）寺西直次郎元貞 （天保12年ー天保12年） （代官見習）

天保12年一弘化4年 I 同 I 郡代支配地 i （日 田） I 竹尾清右衛門忠明 I （天保12年一弘化4年） ［ 日田在陣 | （天保12年、郡代となる）
同

（日
池田岩之丞季秀 （嘉永元年ー文久元年） ； 日田在陣

1（0池4,田9岩17之石分丞（、豊別弘廉後化・4年預前郡・代、，向0嘉7）9永石元年入部）嘉永元年ー文久元年 同 田）
（外に当 ・ 当豊分所6日0 石）池田錠三郎季和 （文久元年ー文久元年） （暫時取扱）

文久元年ー文久2年 lI 同 I 代官支配地 （予崎代官預） 1 高木作右衛門忠知 I（文久元年ー文久2年） i 長崎在陣 I 

文久2年一元治元年 I 同 I 郡代支配地 ！ （日 田） 屋代増之助忠良 I（文久2年一元治元年） i 日田在陣 I （文久2年、郡代となる）

元治元年一慶応4年 l 同 I 同 ！ ＇ （日 田） I 窪田治部右衛門鎮勝 I （元治元年一慶応4年） ！ 日田在陣 1164, 046石（当分・別廉当分預所高を含む）

〔註）『態川実紀』・『続徳川実紀』・『寛政重修諸家譜』・「県令譜」・「令典永鑑」・「大河内家記録」・『吹塵録』・「御代官所勤方書付」・「御預所勤方書付」・『駒井日記』・『豊後日田永山布政史料』・『豊後全史』・『豊

西記』・『豊西説話』・「深溝記略」・「三浦家旧記」・「広穎家文書」・『懐旧楼筆記』・「千原家文書」・「日田御代官代々御名前附」・「豊後国郷村総記」・「財津家文書」所収の各年次「御年貢割付・皆済目録」．

『大分市史』・『豊後速見郡史』・『豊後高田市誌』・『下毛郡史』・『玖珠郡史』・『鶴崎町史』•石川準吉『江戸時代代官制度の研究』•松田唯雄『天草近代年譜』などによって作成。備考欄の C )は概数石高。



近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

と
あ
る
よ
う
に
、

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

(99) 

そ
の
後
（
天
領
）
日
田
に
お
け
る
有
高
の
基
本
を
な
し
、
諸
勘
定
の
基
準
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
石
川
検
地
は
、

も
と
よ
り
痣
川
政
権
下
に
お
け
る
最
初
の
統
一
検
地
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
石
川
検
地
が
豊
臣
政
権
下
の
法
印
検
地
（
文
禄
太
閤
検
地
）

を
基
礎
と
し
な
が
ら
も
、
一
円
形
態
を
も
つ
譜
代
藩
領
が
設
四
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
前
記
一
1

一
郡
に
お
よ
ぶ
統
一
検
地
が
可

能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
徳
川
権
力
の
最
周
辺
部
に
位
置
す
る
九
州
に
お
い
て
、
慶
長
期
に
み
ら
れ
た
分
割
支
配
下
の
天
領
を

譜
代
藩
領
に
切
替
え
た
理
由
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
九
州
の
領
国
体
制
は
、
家
光
に
よ
る
寛
永
政
治
の
具
体
化
と
と
も
に
大
恙
く
変
容
し
、
こ
の
過
程
で
、
東
九

州
に
は
譜
代
藩
が
集
中
配
置
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
石
川
日
田
藩
は
譜
代
藩
と
し
て
の
存
在
意
義
を
少
な
く
し
、
こ
う
し
て
、
寛
永

十
年
、
石
川
氏
の
佐
倉
転
封
を
契
機
に
、
日
田
は
再
び
天
領
と
な
り
、
毛
利
氏
の
旧
支
配
領
域
は
杵
築
藩
に
、
小
川
氏
の
旧
支
配
領
域
は

中
津
藩
に
分
割
預
け
ら
れ
（
大
名
預
所
1
1
日
田
・
玖
珠
両
郡
）
、
杵
築
藩
か
ら
は
竹
内
猪
右
衛
門
、
中
津
藩
か
ら
は
久
野
六
太
夫
が
そ
れ
ぞ

(
1
0
0
)
 

れ
番
代
に
任
ぜ
ら
れ
、
現
地
支
配
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
速
見
郡
に
は
、
翌
十
一
年
に
至
っ
て
松
平
鵡
忠
昭
が
配
磁
さ
れ
、
こ
こ

で
、
旧
石
川
日
田
藩
は
二
大
名
預
所
（
天
領
）
・
一
譜
代
藩
領
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
両
番
代
は
、
島
原
の
乱
に
際
し
て

(
1
0
1
)
 

日
田
の
年
貢
米
を
肥
郎
陣
所
に
輸
送
し
て
お
り
、
天
領
日
田
は
、
こ
こ
で
も
兵
糧
米
供
給
地
と
し
て
の
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。

慮

島
原
の
舌
の
終
結
に
よ
っ
て
、
幕
藩
体
制
初
期
に
お
け
る
危
機
が
ひ
と
ま
ず
解
消
し
、
鎖
国
体
制
の
完
成
に
よ
っ
て
、
諸
大
名
に
絶
対

優
位
す
る
権
力
基
盤
を
確
立
し
た
幕
府
は
、
幕
政
中
枢
機
構
の
整
備
と
並
行
し
て
、
天
領
に
お
け
る
遠
国
奉
行
や
郡
代
・
代
官
制
度
を
整

備
し
な
が
ら
、
地
方
支
配
機
構
の
強
化
に
あ
た
っ
た
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
寛
永
十
六
年
、
日
田
は
大
名
預
所
か
ら
代
官
支
配
地
に
切

替
え
ら
れ
、
永
山
布
政
所
が
設
磁
さ
れ
て
、
代
官
小
川
藤
左
衛
門
・
同
九
左
衛
門
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
一
一
年
後

の
同
十
八
年
に
は
天
草
も
天
領
に
編
入
さ
れ
、
代
官
鈴
木
重
成
に
よ
る
支
配
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
1
0
3
)
 

前
渇
『
布
政
史
料
』
は
、
小
川
藤
左
衛
門
は
喜
助
の
嫡
子
、
九
左
衛
門
は
又
左
衛
門
の
嫡
子
と
し
て
い
る
が
、

に
よ
る
と
、
両
小
川
氏
の
出
自
は
明
ら
か
で
な
く
、
甚
右
衛
門
正
信
・
又
左
衛
門
氏
綱
、
と
も
に
慶
長
十
五
年
に
駿
府
に
お
い
て
家
康
に

- 13 -

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



熊
本
藩
の
大
名
預
所
た
る
こ
と
一
年
に
し
て
、
日
田
は
再
び
代
官
支
配
地
と
な
り
、
寛
文
六
年
、
山
田
清
左
衛
門
利
倍
・
竹
内
1

一
一
郎
兵

(115) 

衛
信
就
の
両
名
が
日
田
代
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
天
領
日
田
は
、
こ
の
と
き
よ
り
日
田
・
高
松
の
両
支
配
区
に
分
か
れ
、
山
田
氏
は
日
田
在

配
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
み
え
、

の
ち
秀
忠
・
家
光
に
仕
え
た
と
あ
り
、
藤
左
衛
門
は
正
信
の
嫡
子
、
九
左
衛
円
は
氏
緬
の
嫡
子
と
な
っ
て
お
り
、
謡
は
そ
れ
ぞ

れ
正
長
・
氏
行
と
称
し
た
。
と
も
に
哀
米
二
百
俵
。
と
こ
ろ
が
、
氏
行
は
慶
安
二
年
家
督
を
嫡
子
又
左
衛
門
（
緯
不
明
）
に
譲
り
、
正
長

(104) 

は
切
暦
元
年
に
死
亡
、
同
年
養
子
藤
左
衛
門
正
久
が
家
督
を
相
続
し
た
た
め
、
両
小
川
氏
親
子
の
日
田
代
官
在
任
期
間
は
第
一
一
表
の
よ
う

(
1
0
5
)
 

に
な
る
。
要
す
る
に
両
小
川
氏
は
、
慶
長
年
間
蓉
府
に
取
立
ら
れ
た
新
参
の
旗
本
で
あ
り
、
そ
の
嫡
子
が
と
も
に
寛
永
年
間
に
な
っ
て
日

(
1
0
6
)
 

田
代
官
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
は
、
納
戸
頭
・
上
方
代
官
を
歴
任
し
た
鈴
木
氏
の
天
草
代
官
任
命
と
と
も
に
、
九
州
天
領
に
お
い
て
は
、
そ

れ
が
広
汎
に
成
立
し
、
代
官
支
配
地
が
確
立
す
る
過
程
に
お
い
て
、
在
地
領
主
に
系
譜
を
ひ
く
上
豪
代
官
な
い
し
給
人
代
官
が
排
除
さ

れ
、
当
初
か
ら
地
方
官
僚
代
官
に
よ
る
天
領
支
配
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
直
轄
都
市
長
崎
に
お
い
て

は
、
こ
の
期
に
奉
行
制
度
が
側
近
豪
商
か
ら
旗
本
に
切
替
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
長
崎
代
官
に
は
村
山
東
安
↓
末
次

(107) 

平
蔵
な
ど
外
国
貿
易
に
従
事
す
る
豪
商
代
官
が
任
命
さ
れ
、

も
な
く
、

両
小
川
氏
は
改
易
と
な
り
、

こ
れ
は
外
国
貿
易
港
と
し
て
の
長
崎
が
も
つ
特
殊
性
よ
り
招
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
朋
暦
一
一
年
、
日
根
野
氏
の
改
易
の
あ
と
、
府
内
領
が
一
時
天
領
（
白
杵
落
大
名
預
所
）
と
な
っ
た
と
き
、
代
官
両
小
川
氏
は
、
府

内
領
の
代
宜
と
な
り
、
貢
租
な
ど
の
こ
と
に
つ
い
て
管
理
し
た
が
、
万
治
元
年
、
松
平
埠
忠
昭
の
府
内
転
封
を
契
機
に
、
旧
松
平
嬬
領
の

(109)

（

110) 

高
松
地
区
が
天
領
と
な
り
、
こ
こ
に
高
松
布
政
所
が
殷
置
さ
れ
、
天
領
は
大
分
・
速
見
両
郡
に
拡
大
さ
れ
て
、
代
官
両
小
川
氏
が
兼
帯
支

(
1
1
1
)
 

配
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
豊
前
の
龍
王
地
区
が
天
領
と
な
り
（
明
暦
二
年
）
、
こ
う
し
て
、
日
田
代
官
支
配
下
の
い
わ
ゆ
る
(
1
1
2
)
 

天
領
七
万
石
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
寛
文
五
年
に
発
生
し
た
村
方
駿
動
に
対
す
る
処
置
良
ろ
し
か
ら
ざ
る
理
由
に
よ
っ
て
、

(
1
1
3
)

（

114) 

こ
こ
で
日
田
は
熊
本
藩
の
大
名
預
所
と
な
り
、
細
川
氏
の
家
臣
横
島
半
之
丞
が
番
代
に
任
ぜ
ら
れ
、
現
地
支

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

一
般
天
領
と
異
な
る
方
式
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
注
日
さ
れ
る
。

い
う
ま
で

- 14 -



近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

広
汎
に
存
在
す
る
家
抱

(11名
子
的
農
民
）
は
、

あ
る
。

(

1

1

6

)

(

1

1

7

)

 

陣
、
竹
内
氏
は
高
松
在
陣
と
な
っ
た
が
、
竹
内
氏
は
在
任
三
ヵ
年
に
し
て
辞
任
し
た
た
め
、
同
九
年
、
代
わ
っ
て
近
藤
助
右
衛
門
政
勝
が

(
1
1
8
)

（

119) 

日
田
代
官
（
高
松
在
陣
）
と
な
り
、
政
勝
の
辞
任
（
同
十
一
年
）
後
は
、
山
田
氏
の
一
人
支
配
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
山
田
氏
も
延
宝
五
年

代
わ
っ
て
永
田
七
郎
左
衛
門
貞
清
（
日
田
在
陣
）
・
三
田
次
郎
右
衛
門
守
良
（
高
松
在
陣
）
の
両
名
が
日
田
代
官
に
任
ぜ

辞
任
し
た
た
め
、

(
1
2
0
)
 

ら
れ
、
こ
う
し
て
、
永
田
・
三
田
両
代
官
の
支
配
が
天
和
二
年
ま
で
継
続
さ
れ
る
。

以
上
の
五
代
官
の
う
ち
、
竹
内
・
近
藤
両
氏
は
、
三
河
以
来
徳
川
氏
に
仕
え
た
古
参
の
旗
本
の
出
身
で
、
と
も
に
父
の
代
に
小
十
人
組

(121) 

頭
と
な
り
、
当
人
は
大
番
を
へ
て
代
官
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
共
通
し
た
経
歴
を
も
ち
、
三
田
氏
は
北
条
氏
の
旧
家
臣
で
、
天
正
十
八
年

(
1
2
2
)
 

以
来
徳
川
氏
に
仕
え
て
旗
本
と
な
り
、
父
守
長
の
代
に
天
守
番
頭
、
守
良
は
大
番
・
御
蔵
奉
行
を
へ
て
代
官
に
転
じ
、
山
田
氏
は
京
極
氏

(
1
2
3
)
 

の
旧
家
臣
で
、
父
利
正
の
寛
永
十
一
年
に
旗
本
と
な
り
、
利
信
は
大
番
を
へ
て
代
官
と
な
っ
た
。
永
田
氏
の
出
自
は
明
ら
か
で
な
い
が
、

(
1
2
4
)
 

五
代
官
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
新
し
い
新
参
旗
本
の
家
柄
で
、
貞
清
は
大
番
・
御
戚
奉
行
を
へ
て
代
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
寛
文
・
延
宝
期
の
日
田
代
官
は
、
小
十
人
組
頭
や
大
番
の
組
士
な
ど
、
主
と
し
て
番
方
の
旗
本
圏
か
ら
任
命
さ
れ
た
の
で
あ

(
1
2
5
)
 

り
、
こ
の
こ
と
は
、
幕
府
職
制
に
お
け
る
封
建
官
僚
制
の
進
行
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
九
州
天
領
（
代
官
支
配
地
）
に
お
い
て
、
当
初
か
ら
関
東
下
り
の
地
方
官
僚
代
官
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
友
氏

(
1
2
6
)

（

127) 

の
改
易
に
よ
り
、
「
旧
臣
老
徒
悉
離
散
」
す
る
状
態
の
な
か
で
、
か
っ
て
の
日
田
郡
衆
・
玖
珠
郡
衆
に
系
譜
を
も
つ
旧
臣
土
豪
謄
が
多
数

割
拠
・
起
伏
し
て
い
た
だ
け
に
、
代
官
の
地
方
支
配
を
著
し
く
困
難
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
代
官
は
こ
れ
ら
旧
臣
士
豪
層
の
一
部
を

（
島
）

庄
屋
に
取
立
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
力
機
構
の
末
端
に
位
四
つ
け
る
と
同
時
に
、
例
え
は
日
田
郡
中
嶋
村
の
（
石
松
）
七
郎
左
衛
門
に
そ

（
島
）

の
例
を
み
る
よ
う
に
、
「
庄
屋
手
作
分
芥
諸
裁
判
」
の
権
限
と
と
も
に
、
当
該
由
屹
村
の
「
山
野
河
」
を
与
え
、
「
給
人
中
其
外
誰
に
て

(
1
2
8
)
 

も
、
庄
屋
手
作
之
内
へ
入
作
無
用
」
と
し
て
、
庄
屋
の
地
位
を
強
化
し
広
汎
な
権
限
を
与
え
て
幾
村
支
配
を
担
当
せ
し
め
た
。
当
地
方
に

こ
れ
ら
庄
屋
に
取
立
ら
れ
た
旧
臣
土
豪
層
の
家
来

(11中
間
）
に
系
譜
を
有
す
る
も
の
で
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天
和
二
年
、
綱
吉
の
登
場
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
徳
川
系
諸
大
名
に
対
す
る
統
制
の
一
環
と
し
て
、

(1) 

元
和
二
年
、
天
領
か
ら
譜
代
藩
領
に
切
替
え
ら
れ
る
な
か
で
、
領
主
石
川
氏
は
、
豊
後
三
郡
に
お
よ
ぶ
統
一
検
地
を
実
施
し
た
が
、
寛

永
十
六
年
、
再
び
天
領
に
切
替
え
ら
れ
て
の
ち
、
新
し
く
入
部
し
た
小
川
両
代
官
は
、
庄
屋
に
対
す
る
広
汎
な
権
限
を
認
め
つ
つ
、
石
川

(
1
2
9
)
 

検
地
を
華
礎
に
新
た
な
検
地
と
町
割
り
検
地
を
実
施
し
、
陣
屋
の
整
備
と
貢
租
収
取
体
系
の
整
備
に
あ
た
っ
た
。
な
お
、
日
田
に
お
い
て

は
、
寛
文
五
年
、
熊
本
藩
の
大
名
預
所
に
な
っ
た
と
き
も
検
地
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
寛
文
検
地
は
、
「
今
度
山
野
畠
・
野
開
御
改

(130)

（

131) 

被
成
二
付
、
祠
敷
被
仰
付
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
新
検
地
で
あ
り
、
幕
府
の
全
国
天
領
を
対
象
と
し
た
新
検
地
の
一
環
と
し
て

お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
日
田
藤
山
村
に
お
い
て
は
、
法
印
検
地
以
来
、
村
高
は
一
九
四
石
七
斗
五
升
三
合
に
固
定

(132)

（

133) 

し
て
い
た
が
、
寛
文
検
地
に
よ
っ
て
新
田
六
石
二
斗
の
改
出
が
可
能
と
な
り
、
こ
の
改
出
は
宝
永
五
年
か
ら
本
高
に
加
算
さ
れ
、
以
降
藤

(134) 

山
村
の
村
高
は
一

-
0
0
石
九
斗
五
升
三
合
と
な
っ
た
。

地
方
官
僚
代
官
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
庄
屋
層
の
権
限
は
、

「
庄
屋
手
作
分
」
の
保
証
の
ほ
か
、
村
落
の
裁
判
権
・
山
野
（
庄
屋
山
）

の
所
持
権
な
ど
極
め
て
広
汎
な
も
の
で
あ
り
、
文
字
通
り
村
落
共
同
体
の
長
と
し
て
小
百
姓
に
対
立
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
庄
屋
層
の

も
つ
権
限
は
、
小
百
姓
の
自
立
化
に
と
も
な
い
一
定
の
制
限
を
う
け
、
入
会
権
を
は
じ
め
と
す
る
共
同
体
の
諸
側
面
を
め
ぐ
っ
て
小
百
姓

(
1
3
5
)
 

と
の
対
立
が
激
化
し
、
や
が
て
元
禄
四
年
の
藤
山
村
に
み
る
よ
う
な
村
方
騒
動
に
発
展
す
る
。
日
田
の
初
期
農
村
に
お
い
て
は
、
庄
屋
の

(
1
3
6
)
 

下
に
こ
れ
を
補
佐
す
る
年
寄
が
存
在
し
た
が
、
五
代
官
の
入
部
以
降
寛
文
・
延
宝
期
に
な
る
と
、
頭
百
姓
が
広
汎
に
登
場
し
、
日
田
農
村

は
新
た
な
段
階
を
迎
え
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
年
貢
未
進
に
よ
っ
て
、
す
で
に
耕
地
の
質
入
・
譲
渡
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と

て
こ
う
し
た
形
で
の
農
村
の
階
層
分
化
は
、
村
役
人
と
小
百
姓
と
の
対
立
激
化
の
な
か
で
一
層
進
行
す
る
の
で
あ
る
。

(
1
3
7
)
 

中
期
天
領
と
農
村
構
造

天
領
支
配
の
推
移
と
存
在
形
態

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

日
田
に
は
松
平
畔
直
矩
が
配
置
さ
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近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

第
三
表
（
一
・
ニ
）
は
、
元
禄
十
年
に
お
け
る

(
1
3
8
)
 

れ
、
こ
•
こ
で
七
万
石
を
所
領
と
す
る
飼
川
一
門
の
親
藩
領
が
成
党
し
た
。
直
矩
は
永
山
を
居
城
と
し
、
町
方
を
家
臣
団
の
仮
宅
と
し
た
が
、

(
1
3
9
)
 

そ
の
所
領
規
模
は
天
領
七
万
石
を
ほ
ぼ
継
承
し
た
も
の
で
、
一
部
日
田
・
玖
珠
両
郡
の
金
山
付
農
村
が
そ
の
ま
ま
天
領
と
し
て
残
さ
れ
た
。

(
1
4
0
)
 

「
財
津
家
文
書
」
に
よ
れ
ば
、
そ
の
う
ち
日
田
郡
の
金
山
付
農
村
と
は
小
野
筋
一

0
ヵ
村
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
際
し
、
入
会
山
を

共
同
管
理
し
て
き
た
藤
山
村
な
ど
七
ヵ
村
は
、
御
領
・
私
領
に
分
割
支
配
さ
れ
て
も
、
従
来
通
り
七
ヵ
村
と
し
て
共
同
管
理
す
べ
く
、
七

(
1
4
1
)
 

ヵ
村
の
庄
屋
・
頭
百
姓
が
連
名
で
申
し
合
わ
せ
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
領
主
権
力
が
所
領
の
切
替
え
統
廃
合
に
よ
っ
て

も
、
村
落
共
同
体
の
慣
行
を
規
制
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
日
田
は
懐
川
一
門
の
親
藩
領
た
る
こ
と
四
年

に
し
て
、
貞
享
三
年
、
直
矩
の
山
形
転
封
を
契
機
に
再
び
天
領
（
代
官
支
配
地
）
と
な
り
、
小
川
藤
左
衛
門
正
久
・
小
野
長
左
衛
門
正
好

(
1
4
2
)
 

の
両
代
官
が
入
部
す
る
。

(
1
4
3
)
 

小
川
氏
は
寛
文
五
年
改
易
と
な
っ
た
旧
日
田
代
官
の
藤
左
衛
門
正
久
そ
の
人
で
、
そ
の
後
赦
免
さ
れ
再
勤
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
（
日

田
在
陣
）
、
小
野
氏
は
旗
本
小
野
貞
則
の
三
男
貞
正
の
嫡
子
で
、
父
貞
正
の
代
よ
り
代
官
を
つ
と
め
、
正
好
は
寛
文
十
一
年
家
督
を
相
続
、

(
1
4
4
)
 

の
ち
代
官
と
な
り
、
こ
の
期
に
日
田
代
官
（
高
松
在
陣
）
と
し
て
入
部
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
両
代
官
と
も
僅
か
二
年
に
し
て

辞
任
し
、
元
緑
冗
年
、
代
っ
て
こ
れ
ま
た
前
日
田
代
官
の
三
田
次
郎
右
衛
門
守
良
が
再
勤
・
就
任
す
る
。
こ
の
と
き
よ
り
日
田
は
代
官
の

(
1
4
6
)
 

一
人
支
配
と
な
り
、
三
田
氏
は
高
松
に
在
陣
し
日
田
を
兼
帯
支
配
し
た
が
、
同
五
年
、
改
易
に
よ
っ
て
逼
塞
を
命
じ
ら
れ
た
た
め
三
田

代
官
の
支
配
も
僅
か
四
年
で
終
了
し
、
代
わ
っ
て
小
長
谷
勘
左
衛
門
正
綱
が
日
田
代
官
に
就
任
す
る
（
高
松
在
陣
・
日
田
兼
支
）
。
小
長
谷

氏
は
今
川
氏
の
旧
家
臣
で
、
道
友
の
と
恙
偲
川
氏
に
仕
え
、
父
正
栄
は
大
番
の
組
士
の
と
き
改
易
と
な
っ
た
が
、
正
綱
の
と
き
赦
免
さ
れ

(
1
4
7
)
 

大
番
・
浅
草
御
蔵
役
を
へ
て
代
官
と
な
り
、
こ
の
期
に
日
田
代
官
に
就
任
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
小
長
谷
代
官
の
支
配
が
元
禄
十
一
年
ま
で
継
続
さ
れ
る
が
、
先
に
親
藩
領
が
設
置
さ
れ
た
際
、
天
領
と
し
て
残
さ
れ
た
小

野
筋
一
〇
ヵ
村
•
そ
の
他
は
、
貞
享
一
一
年
よ
り
天
草
代
官
服
部
六
左
衛
門
の
支
配
地
と
な
り
、
そ
の
後
領
主
権
力
の
変
遷
に
応
じ
て
増
加

(
1
4
8
)
 

が
あ
り
、
元
禄
四
年
以
降
は
同
じ
天
草
代
官
の
今
井
九
右
衛
門
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
。
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小
長
谷
・
今
井
両
代
官
の
豊
後
に
お
け
る
各
支
配
領
域
・
村
数
お
よ
び
そ
の
石
高
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
今
井
代
官

の
日
田
郡
に
お
け
る
支
配
領
域
は
、
小
野
筋
一
〇
ヵ
村
の
ほ
か
大
肥
筋
六
ヵ
村
が
含
ま
れ
て
お
り
、
合
わ
せ
て
一
六
ヵ
村
・
四
、
七
九
一
1

一

石
と
な
る
。
な
お
玖
珠
郡
は
一

0
ヵ
村
・
四
、
一
五

0
石
で
あ
る
が
、
今
井
代
官
の
豊
後
に
お
け
る
支
配
地
総
高
は
一
万
六
、
八
三
四
石

(
1
4
9
)
 

と
な
っ
て
お
り
、
支
配
領
域
の
怠
速
な
拡
大
が
み
ら
れ
る
。
以
上
に
対
し
て
、
小
長
谷
代
官
の
支
配
領
域
は
、
大
分
・
日
田
・
玖
珠
・
速

見
郡
を
中
心
と
し
、
豊
後
に
お
け
る
支
配
地
総
高
は
七
万
0
、
八
一
七
石
に
逹
し
て
い
る
。

元
禄
十
一
年
、
小
長
谷
正
綱
は
小
普
詞
に
転
じ
、
代
わ
っ
て
室
七
郎
左
衛
門
重
福
が
日
田
代
官
（
日
田
在
陣
・
高
松
兼
支
）
に
な
っ
た
。

室
氏
の
出
自
は
明
ら
か
で
な
く
、
父
璽
玄
は
神
田
の
館
に
お
い
て
縞
吉
に
仕
え
、
勘
定
役
・
代
官
・
賄
頭
を
歴
任
、
綱
吉
の
将
軍
就
任
と

(
1
5
0
)
 

同
時
に
旗
本
と
な
り
、
重
福
は
貞
亨
二
年
に
家
督
相
続
、
の
ち
代
官
と
な
り
、
こ
の
期
に
日
田
代
官
に
就
任
し
た
も
の
で
あ
る
。
室
代
官

(
1
5
1
)
 

は
、
こ
の
年
、
中
津
小
笠
原
氏
の
改
易
（
減
封
）
に
よ
っ
て
上
知
分
と
な
っ
た
豊
前
下
毛
郡
を
も
合
わ
せ
支
配
し
、
日
田
代
官

第
一
図
は
、

⑱
お
よ
び
両
者
の
関
係
比
率

(
B
-
A
)
を
み
た
も
の
で
あ
る
。

の
支
配
領
域
は
一
〇
刀
石
を
上
回
る
に
至
っ
た
。

こ
こ
で
、

(
1
5
2
)
 

こ
の
期
に
作
成
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
「
諸
国
村
数
書
付
」
に
よ
っ
て
、
九
州
に
お
け
る
各
国
の
総
村
数
因
と
天
領
村
数

そ
れ
に
よ
る
と
、
豊
後
が
一
七
九
ヵ
村
で
も
っ
と
も
多
く
、
つ
い
で
天
草

を
含
む
肥
後
が
一
1

一
八
ヵ
村
で
第
一
一
位
を
占
め
、

ヵ
村
未
満
と
な
っ
て
い
る
。

近
棋
煎
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

さ
ら
に
豊
前
の
五
六
ヵ
村
、

日
向
の
一
九
ヵ
村
が
こ
れ
に
つ
習
、
肥
前
・
筑
前
は
一
〇

以
上
に
よ
っ
て
、
豊
後
は
豊
臣
期
以
来
九
州
天
領
の
中
核
を
占
め
、
こ
れ
に
つ
い
で
肥
後
（
天
草
）
と
豊
前

南
部
に
集
中
配
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
解
り
、
九
州
全
体
で
は
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
天
領
の
主
要
基
盤
と
な
っ
た
関

(
1
5
3
)
 

東
の
二
九
％
、
中
部
の
二
五
％
、
近
畿
の
一
八
％
に
比
較
す
る
と
、
全
国
天
領
に
占
め
る
九
州
天
領
の
低
く
さ
が
理
解
で
き
る
。

室
代
官
の
支
配
は
正
徳
三
年
ま
で
つ
づ
く
が
、
重
福
の
嫡
子
金
右
衛
門
富
章
は
、
正
癒
元
年
よ
り
代
官
見
習
と
な
り
、
こ
の
年
よ
り
年

(
1
5
4
)
 

貢
割
付
状
に
父
重
福
と
連
名
で
書
名
・
捺
印
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
富
章
は
同
一
一
一
年
よ
り
大
番
と
な
り
、
重
福
は
翌
四
年
よ
り
天
草
代

(
1
5
5
)
 

官
に
転
じ
た
た
め
、
代
わ
っ
て
南
条
金
左
衛
門
則
明
が
日
田
代
官
（
高
松
在
陣
・
日
田
兼
支
）
と
な
っ
た
。
南
条
氏
は
北
条
氏
の
旧
家
臣
で
、
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第 1図
元禄期九州における各国総村数(A)および江戸

幕府直轄領村数(B)とその関係比率 (B/A)
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 〔註〕「諸国村数書付」 （「竹橋余筆別集」巻8所収）による。
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態
川
氏
に
服
属
後
、
代
々
代
官
を
つ
と
め
た
地
方
官
僚
の
家
柄
で
あ
り
、
則
明
も
宝
永
四
年
家
督
相
続
の
の
ち
、
直
ち
に
代
官
と
な
り
、

(
1
5
6
)
 

こ
の
期
に
日
田
代
官
と
し
て
入
部
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
豊
後
・
日
向
天
領
の
一
部
は
、
正
撼
一
一
年
よ
り
牧
野
延
岡
藩
の
所
領

(157)

（

158) 

と
な
り
、
ま
た
豊
前
の
天
領
の
う
ち
四
日
市
陣
屋
支
配
地
は
、
正
徳
三
年
よ
り
天
草
代
官
の
支
配
地
と
な
っ
た
た
め
、
南
条
代
官
の
支
配

(
1
5
9
)
 

地
は
八
万
石
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
、
則
明
は
在
任
僅
か
二
年
に
し
て
享
保
元
年
死
亡
し
た
た
め
、
天
草
代
官
の
室
氏
が
そ
の
跡
を
預
か

(
1
6
0
)
 

る
こ
と
と
な
り
、
こ
う
し
て
、
室
代
官
の
支
配
が
翌
二
年
ま
で
継
続
さ
れ
る
。

享
保
二
年
、
室
代
官
に
代
わ
っ
て
、
日
田
代
官
と
し
て
新
し
く
入
部
し
た
の
は
池
田
喜
八
郎
季
隆
で
あ
る
（
高
松
在
陣
・
日
田
兼
支
）
。

池
田
氏
は
池
田
輝
政
の
旧
家
臣
で
、
寛
永
十
五
年
重
次
の
代
に
旗
本
と
な
り
、
一
一
代
を
へ
た
季
隆
は
、
神
田
の
館
に
お
い
て
家
宣
に
仕

(161) 

え
、
御
勘
定
を
へ
て
代
官
と
な
り
日
田
に
入
部
し
た
も
の
で
あ
る
。
池
田
代
官
の
と
き
、
豊
前
・
筑
前
天
領
の
一
部
は
、
奥
平
中
津
藩
の

所
領
に
切
替
え
ら
れ
た
が
（
享
保
二
年
）
、
天
草
代
官
の
豊
前
支
配
地
が
日
田
代
官
支
配
地
と
な
り
（
同
五
年
）
、
こ
れ
に
筑
前
・
日
向
の
天

(162) 

領
を
加
え
て
、
こ
こ
で
ま
た
日
田
代
官
の
支
配
領
域
は
一

0
万
石
を
上
回
る
に
至
っ
た
。

池
田
代
官
は
在
任
六
年
に
し
て
享
保
八
年
に
辞
任
し
、
翌
九
年
、
代
わ
っ
て
増
田
太
兵
衛
永
政
が
日
田
代
官

(
B
田
在
陣
・
高
松
兼
支
）

と
な
っ
た
。
増
田
氏
の
出
自
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
初
期
以
来
の
旗
本
で
、
永
政
は
元
禄
十
四
年
家
督
相
続
の
の
ち
、
御
勘
定
・
評
定
所

(
1
6
3
)
 

書
留
役
を
へ
て
代
官
と
な
り
、
こ
の
期
に
日
田
代
官
と
し
て
入
部
し
た
も
の
で
あ
る
。
増
田
代
官
の
支
配
領
域
は
、
ほ
ぼ
池
田
代
官
の
そ

(
1
6
4
)
 

れ
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
「
去
戌
年
（
享
保
十
五
年
）
御
取
箇
相
極
候
帳
」
に
よ
っ
て
、
享
保
十
五
年
に
お
け
る
九
州
天
領

の
支
配
形
態
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
第
四
表
は
す
な
わ
ち
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
日
田
代
官
の
支
配
地
は

豊
後
・
豊
前
・
日
向
・
筑
前
四
ヵ
国
の
各
天
領
に
お
よ
び
、
石
高
に
し
て
―
二
万
一
1

一
、
八
六
五
石
に
達
し
て
い
る
。
以
上
に
対
し
て
、
西

そ
の
他
、

九
州
に
お
い
て
は
、
譜
代
島
原
藩
の
大
名
預
所
が
肥
後
・
肥
前
ニ
ヵ
国
一
一
万
四
、
四

0
九
石
に
達
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
享
保
五
年
よ
り

怠｝

天
草
が
島
原
藩
預
所
と
な
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
て
天
草
一
一
万
一
、

0
0
0
石
の
ほ
か
に
、
肥
煎
彼
杵
・
高
来
両
郡
の
天
領
が
含

(
1
6
6
)
 

ま
れ
る
。
九
州
に
お
け
る
唯
一
の
幕
府
遠
国
奉
行
で
あ
る
長
崎
奉
行
の
支
配
地
が
肥
前
（
長
崎
）
の
う
ち
に
て
三
、
四
三
五
石

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態
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享保期における九州天領の支配形態（享保15年）

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

第 4表

I I C日田代官支配地〕
高123,865石余

此取現米

内現米

豊後・豊前・日向・筑詞L
（代官） 増田太兵衛（永政）

54,292石余 免4ッ3分8厘3毛余

無地高堤敷之類を除御取箇附候高二而ハ

免 4ッ9分6厘4毛内
酉年御取箇二増
・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

2,730石余

肥後・肥前

（大名） 松平主殿頭（忠雄）

8,328石余 免3ッ4分1厘2毛内

無地高堤敷之類を除御取箇附候高二而ハ

免3ツ4分5厘2毛余

旱損虫附二而

酉年御取箇二減
·······································•······························································· .. ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・"'・ 

m C長崎奉行支配地〕 肥前
高 3,435石余 （長崎奉行）

此取｛
現米 605石余

現金 1,114両余

内現米 145石余

n C島原藩預所〕
高 24,409石余

此取現米

外現米 1,980石余

二完＿康敬・細井安明

〔註〕「去戌年（享保15年）御取箇相極候帳」（「大河内家記録」所収）による。

に
関
す
る
一
―
ヵ
条
の
訴
状
に
四
ヵ
条
の
訴
状
を
追
加

は
、
響
府
の
享
保
改
革
の
一
環
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た

(
1
6
7
)
 

も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
改
革
政
治
の
も
と
で
、
増
田

天
領
農
村
の
構
造
と
展
開

察
し
よ
う
。

前
述
し
た
寛
文
・
延
宝
期
の
村
落
共
同
体
の
諸
側
面

を
め
ぐ
る
庄
屋
層
と
小
再
姓
の
対
立
は
、
元
禄
期
に
入

っ
て
一
扁
激
し
く
な
り
、
遂
に
藤
山
村
に
お
い
て
は
、

(
1
6
9
)
 

同
四
年
に
村
方
騒
動
に
ま
で
発
展
し
た
。
小
百
姓
は
一

二
名
の
連
判
に
て
、
庄
屋
（
財
津
）
源
左
衛
門
の
不
法

し
、
代
官
今
井
九
右
衛
門
に
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し

て
今
井
代
官
は
、
源
左
衛
門
に
返
答
書
の
準
備
を
命
じ
、

こ
>
‘

し

↑

力

日
田
郡
小
野
・
大
肥
筋
の
諸
村
を
中
心
に
考

九
州
に
お
け
る
天
領
農
村
は
ど
の
よ
う
に
推
移
・
展
開

そ
こ
で
次
に
、
以
上
の
諸
代
官
の
統
治
の
も
と
で
、

(2) 

代
官
に
よ
る
支
配
が
享
保
末
年
ま
で
継
続
さ
れ
る
の
で

(
1
6
8
)
 

あ
る
。

あ
っ
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
天
草
の
大
名
預
所
化
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し
て
い
る
。

(
1
7
0
)
 

「
双
方
天
草
冨
岡
江
罷
出
可
対
決
」
＜
措
置
し
た
の
で
あ
る
。
訴
状
に
示
さ
れ
た
庄
屋
の
不
法
と
は
、
惣
百
姓
寄
合
の
か
し
き
場
に
対
す

る
侵
入
、
百
姓
の
田
地
・
自
分
山
の
押
領
、
苛
酷
な
庄
屋
夫
役
、
河
川
の
独
占
利
用
、
年
貢
米
の
不
当
な
取
扱
い
な
ど
を
論
点
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
源
左
衛
門
は
「
一
円
合
点
不
仕
」
、
「
不
謂
儀
二
而
」
、
「
徒
成
偽
事
」
と
し
て
、
一
っ
―
つ
反
駁
し
旺
文
を
も
っ
て
諭
詞

そ
し
て
、
新
任
の
今
井
代
官
に
対
し
、
先
年
も
騒
動
を
お
こ
し
た
「
悪
党
」
の
同
類
で
、
今
回
の
騒
動
も
「
無
比
類
悪
逆
」

以
上
み
る
元
禄
期
の
村
方
騒
動
の
な
か
に
、
初
瑚
以
来
村
落
共
同
体
の
な
か
て
保
持
し
た
権
限
を
固
守
し
よ
う
と
す
る
庄
屋
層
と
、

の
権
限
を
下
か
ら
突
崩
そ
う
と
す
る
小
百
姓
と
の
対
立
を
み
る
こ
と
が
で
恙
る
。
こ
の
騒
動
を
重
視
し
た
小
野
・
大
肥
筋
の
庄
屋
た
ち

は
、
双
方
の
和
解
に
つ
い
て
の
り
出
し
、
そ
の
結
呆
、
「
双
方
致
和
談
於
内
証
相
済
」
せ
た
が
、
全
体
と
し
て
柾
文
に
準
拠
し
な
が
ら
も

小
百
姓
に
有
利
に
決
定
し
、

そ
の
旨
訴
状
。
返
答
書
に
裏
書
し
て
今
井
代
官
に
提
出
し
た
。
小
百
姓
に
有
利
な
決
定
と
は
、
双
方
が
自
分

山
と
唱
し
た
か
し
き
場
の
利
用
、
質
地
に
対
す
る
質
入
金
の
戦
減
と
年
季
の
延
長
に
よ
る
請
返
し
な
ど
で
あ
る
。
小
野
・
大
肥
筋
の
庄
屋

た
ち
が
連
合
し
て
騒
動
の
和
解
に
の
り
出
し
小
百
姓
に
有
利
な
決
定
を
下
し
た
の
は
、
藤
山
村
と
共
通
の
条
件
を
も
つ
同
じ
筋
村
に
騒
動

(
1
7
1
)
 

が
波
及
す
る
の
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
る
が
、
よ
り
本
質
的
に
は
、
庄
屋
源
左
術
門
も
認
め
る
よ
う
に
、
小
百
姓
の
か
し
苔
場
が
減
少
を
き

た
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
庄
屋
屈
が
自
ら
を
頂
点
と
す
る
従
来
の
村
落
共
同
体
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
庄
屋
山

の
利
用
を
通
じ
て
小
百
姓
の
再
生
産
基
盤
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
に
た
ち
至
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
質
地
対
策
も
こ
れ

(
1
7
2
)
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
酉
姓
の
零
細
耕
地
片
の
譲
渡
（
こ
の
場
合
の
受
取
人
は
庄
屋
源
左
衛
門
）
は
進
行
し
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

そ

(
1
7
3
)
 

こ
う
し
た
村
落
の
動
き
の
な
か
で
、
元
禄
九
年
、
今
井
代
官
は
日
田
郡
一
円
の
村
々
に
対
し
て
庄
屋
役
料
を
制
定
し
た
。
第
五
表
は
す

な
わ
ち
そ
れ
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
庄
屋
役
料
は
六
俵
か
ら
一
七
俵
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
村
高
に
応
じ
て
差
等
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
但
し
、
庄
屋
持
高
は
村
高
か
ら
除
外
さ
れ
た
。
天
領
日
田
に
お
い
て
は
、

と
同
じ
論
理
に
立
つ
が
、

と
決
め
つ
け
て
い
る
。

近
枇
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

こ
れ
ま
で
庄
屋
役
料
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第 5表 天領日田における庄屋役料（元禄9年）

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

ことになったのである。

村 名 村高 1庄屋持高I 役 料

石 石俵
竹尾村 72 15 6 （但し、3斗5升入）

関 村 77 15 6 ( II ） 

秋原村 97 21 7 ( II ） 

河内村 161 24 8 ( ” ） 
林 村 181 27 9 ( ” ） 
（藤台 山 村村） （噌） 30 10 ( ” ） 
中 村 (417〕 35 12 ( II ） 

祝原村 295 39 13 ( ” ） 
高野村 298 39 13 ( ” ） 
小竹村 384 42 14 ( II ） 

臨河内村 480 45 15 ( II ） 

I 用松村 562 50 17 ( ” ） 
〔註）「庄屋役料之事」による。台村は藤山村庄屋の兼帯。

(174) 

は
な
く
、
庄
屋
の
地
払
い
に
よ
っ
て
維
持
し
て
吾
た
が
、
こ
の
期
に
庄

屋
役
料
が
統
一
的
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
前
述
し
た
村
落
の
動
き
の

な
か
で
、
庄
屋
の
吏
僚
化
が
迎
行
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
は
、
村
落
共
同
体
の
長
か
ら
近
世
的
な
行
政
村
落
の
長
へ
と
変

化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
行
政
村
落
の
長
と

し
て
の
庄
屋
は
、
年
貢
収
納
を
は
じ
め
村
方
の
万
般
に
つ
い
て
直
接
代

そ
の
限
り
に
お
い
て
、
小
百
姓
の
再

官
に
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
り
、

生
産
基
盤
に
つ
い
て
は
特
別
の
考
慮
を
払
う
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
と
同
時
に
、
小
百
姓
が
か
っ
て
訴
状
に
示
し
た
苛
酷
な
庄
屋

夫
役
に
つ
い
て
も
改
正
が
加
え
ら
れ
、
「
高
持
酉
姓
・
水
呑
百
姓
共
、

(175) 

植
付
其
外
庄
屋
方
二
而
人
夫
人
用
之
節
」
は
、
一
年
に
竃
別
―
-
、
三
日

と
定
め
ら
れ
た
。
庄
屋
の
地
位
の
変
化
は
、
農
奴
主
的
地
主
と
し
て
の

庄
屋
贋
の
農
業
経
営
の
変
化
を
招
来
し
、
小
百
姓
の
自
立
を
促
進
す
る

(
1
7
6
)
 

一
方
、
庄
屋
の
地
位
・
性
格
の
変
化
と
並
行
し
て
、
こ
の
期
よ
り
惣
百
姓
代
が
登
場
し
、
さ
ら
に
元
禄
末
期
よ
り
宝
永
・
正
偲
期
に
か

(
1
7
7
)
 

け
て
（
室
代
官
支
配
）
、
頭
百
姓
（
一
部
年
寄
を
名
乗
る
）
に
代
っ
て
組
頭
が
登
場
す
る
。
惣
百
姓
代
の
登
場
は
、
元
禄
初
年
の
村
方
騒
動
に
よ

っ
て
小
百
姓
の
地
位
が
強
化
さ
れ
、
そ
の
代
表
が
村
役
人
と
し
て
の
地
位
を
確
保
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
組
頭
の
登
場
は
、
こ

れ
に
対
す
る
権
力
側
の
対
応
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
惣
百
姓
代
の
登
場
に
よ
っ
て
、
頭
百
姓
は
文
字
通
り
頭
の
百
姓
で
は
な
く
な

り
、
庄
屋
を
補
佐
し
そ
の
地
位
を
強
化
す
る
行
政
的
な
村
役
人
に
位
箇
づ
け
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
庄
屋
の
地
位
の
変
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第 6表 近世中期における日田農村の構造（小野筋藤山村・台村）

五＼巴1 藤由
庄 屋I（財津）三郎介 ＼ （財津）三郎介（兼帯）
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
組 頭 l久右衛門・彦右衛門・勘右衛門・

市左衛門
作右衛門

高 200．石9斗5升3合高 39．石2斗0升0合

村高 ｛ 20．石5斗8升7合永荒 （8．石7斗3升4合永荒）
0. 1 1 7 蔵床｝

残 180．石2斗4升9合
残 30．石4斗6升7合

(14．町2反2畝14歩）
(2．町8反4畝29歩）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

亥（宝永4年） 6ッ9分5厘 同 3ッ2分0厘
子（同 5年） 6 8 5 同 3 1 0 

免荘（同 6年） 6 8 9 同 3 2 3 
寅（同 7年） 6 8 9 同 •3 2 3 
卯（正徳元年） 6 8 9 同 3 2 3 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・---・、-- - ................................. 

田 高高 158．石7斗8升0合 高 19．石0斗1升8合
(12．町0反2畝10歩） （1. lllJ7反5畝5歩）

等級

石盛｛
上田 1．石6斗代
中田 1. 2 代 上田 1．石4斗代

平々闘 i: ｝店｝ ｛棗開 ｛：名貸｝
···················•·············································· 
高 21．石4斗6升9合高11．石4斗4升9合
高 （2．石2斗0升4合）

級 ｛上畑 1．石2斗代 ｛点冒 汽噂
盛 棗旦 i:[貸｝ 下畑 0.8代｝
0貫 18匁2分7厘

運上銀 ｛喜塁冑 ！：叩伊鰐 1運上場｛野 畑 1反3畝
柿運上 0. 1 8 0 } 刈 畑 2 o } 
鉄砲運上 0. 7 0 0 

不定建上銀|o．貫1匁0分0厘（網運上）

人口 |167名（男＝94名、女＝73名） 51名（男＝28名、女＝23名）
....．．．．．．．．.．．．．.．．.．．．. • ---.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．...．．．．．．.．.，．．．．．．．．，．．．．・ • ---|.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．. 
竃 数 131軒（庄屋＝1軒、百姓＝18軒、＇

無田＝12軒） 111軒（百姓＝ 7軒、無田＝ 4軒）
牛 ．．属--l・馬 4疋・牛 15疋 l牛 4疋
自山自藪| 13ヵ所 I （林） 1ヵ所 （自山自藪） 2ヵ所
社 3ヵ所 | 4ヵ所
津出
I豊前中津浦まで（藤山村より12里）、 5里着の外は 1里1石につき 5分
ずつ。

村

畑

等

石

台 村
近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

（註〕 『正葱2年豊後国日田郡藤山村・台村書上帳」による。
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近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

と
発
展
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

化
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
。

こ
う
し
て
、
九
州
の
日
田
天
頷
農
村
に
お
い
て
は
、
天
領
一
般
に
み
ら
れ
た
庄
屋
ー
組
頭
ー
（
惣
）
百
姓
代

と
い
う
支
配
系
列
・
村
役
人
の
組
織
が
元
禄
中
期
か
ら
宝
永
・
正
徳
期
に
か
け
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

(
1
7
8
)
 

正
翼
一
年
、
室
代
官
に
提
出
さ
れ
た
「
濃
山
村
書
上
帳
」
に
よ
れ
ば
（
第
六
表
参
照
）
、
藤
山
村
に
は
四
名
の
組
頭
、
台
村
に
は
一
名
の

組
頭
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
藤
山
村
の
鼈
数
は
一
―
二
軒
で
、
そ
の
内
訳
は
庄
屋
一
軒
・
百
姓
一
八
軒
（
以
上
高
持
百
姓
一
九
軒
）
、

「
無
田
」
（
無
高
百
姓
）
一
＿
一
軒
と
な
っ
て
い
る
。
藤
山
村
の
庄
屋
が
兼
帯
支
配
し
た
台
村
に
お
い
て
も
、
鼈
数
―
一
軒
の
う
ち
四
軒
の

無
高
百
姓
（
高
持
百
姓
七
軒
）
が
存
在
す
る
の
で
、
当
時
の
日
田
天
領
農
村
に
お
い
て
は
、
各
村
落
と
も
か
な
り
広
汎
に
無
高
百
姓
が
存
在

し
て
い
た
も
の
と
み
て
差
支
え
な
い
。
こ
の
無
高
百
姓
の
多
く
は
、
庄
屋
眉
に
隷
属
し
て
い
た
家
抱

(11名
子
的
農
民
）
に
系
譜
を
有
す
る

も
の
で
、

そ
れ
が
「
無
田
」
と
記
載
さ
れ
、
あ
る
い
は
「
水
呑
百
姓
」
と
よ
ば
れ
て
、

が
名
子
的
農
民
か
ら
奉
公
人
な
い
し
小
作
農
民
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
前
述
し
た
庄
屋
夫
役
の
改
正
が
こ
れ
と
密
接

な
関
連
を
も
つ
。

と
こ
ろ
で
、

(
1
7
9
)
 

第
七
表
に
よ
る
と
、

藤
山
村
の
庄
屋
（
財
津
）
三
郎
介
は
五
七
石
二
斗
四
升
九
合
の
持
高
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
父

源
左
衛
門
の
持
高
一
ニ
ニ
石
一
斗
二
升
四
合
を
加
え
る
と
、
そ
の
合
叶
持
高
は
村
高
の
四
五
％
に
達
す
る
。
さ
ら
に
庄
屋
の
本
家
筋
に
あ
た

る
河
内
村
の
肺
浩
の
持
高
四
二
石
三
斗
七
升
四
合
を
加
え
る
と
、
庄
屋
一
族
に
よ
る
総
持
高
は
実
に
村
高
の
六
六
％
に
達
す
る
の
で
あ

り
、
残
り
の
三
四
％
の
耕
地
が
一
九
軒
の
高
持
百
姓
に
よ
っ
て
分
割
所
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
組
頭
勘
右
衛
門
が
一
四

石
七
升
二
合
を
有
す
る
ほ
か
は
何
れ
も
七
石
以
下
で
、
と
く
に
五
石
以
下
の
屑
は
一
五
軒
に
達
し
、
庄
屋
一
族
を
除
く
高
持
百
姓
の
七
九

％
に
お
よ
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
零
細
耕
地
所
持
農
民
の
多
く
は
自
立
再
生
産
は
不
可
能
で
あ
り
、
庄
屋
へ
の
労
働
力
放
出
あ
る
い
は
小

作
関
係
を
通
じ
て
自
己
の
再
生
産
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
庄
屋
屈
は
農
奴
主
的
地
主
か
ら
零
細
高
持
百
姓
な
い
し
水

呑
酉
姓
の
労
働
力
に
依
拠
す
る
手
作
地
主
に
変
質
す
る
と
同
時
に
、
多
く
の
小
作
地
を
か
れ
ら
に
分
割
貸
与
す
る
と
こ
ろ
の
寄
生
地
主
へ

一
軒
前
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
か
れ
ら
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第 7表

番号

| 

＊＊＝ 

腔

源

百 姓 名

1

2

3

 
4
 
＊勘

5

6

7

8

9

0

 
ー

I 
〔註〕「正徳2年壬辰年御免割高小前帳」による。（ ）は付札＇、 〔 〕は付札”

による所持高を示す。＊＊は庄屋・＊は組頭、 (1)の庄屋竺郎介は(3)の源左衛門

の嫡子で、付札’では両者の合計持高(89石3斗7升3合）が記載されている。

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

と
は
、
庄
屋
層
を

で
あ
る
。

こ
の
こ

市

権

善

七

長

善

＊
 

＇ 

＊彦

与

清

喜

新

六

徳

忠

て
き
て
い
る
こ
と

郎

左

右

左

兵

右術

之

右

右衛

四

右

右

衛

衛

衛

衛

衛

衛

（
こ
の
場
合
は
紀
伊

(181) 

国
屋
）
が
現
わ
れ

近世中期日田農村における農民の階層構成（藤山村）

持高 1永荒
石斗升合
~ I 
石斗升合

(57.24,〕 (5,450 ・外〗

42. 374 I 3. 451・外
(32.124> (2.824・外〕

{ 1 4. 0 72 1. 3 1 2 
(15. 108) I CL 409) 
6. 908 ! 0. 648 

6. 751 0.601 

5. 165 I O. 379 

4. 694 I 0. 440 

4. 256 I 0. 386 

4. 132 I 0. 387 

3. 823 I O. 359 
(2. 200) I co. 201) 
3.564 0. 334 
(2. 528) I (0. 237) 

3. 443 I 0. 286 

2. 782 I o. 257 
2.442 ! 0.229 

2. 004 I 0. 180 

1. 625 I 0. 152 
co. 625) I co. 027) 
1. 398 I O. 131 
C 4. 356) I co. 408) 
O. 793 I O. 071 

0. 671 I o. 063 
0. 408 I O. 038 

0. 275 I 0. 027 

介

浩

門

門

門

八

八

衛

門

成

門

八

門

郎

助

門

門

助

吉 助

太郎右衛門

仁兵衛

久左衛門

一
層
進
行
す
る

豆

田

町

の

商

人

{
r
’
l
 

r
.
l
{
 

郎
介
の
ほ
か
に
、

質
取
人
が
庄
屋
三

を
も
含
み
、
か
つ

高
持
百
姓
（
こ
の
(
1
8
0
)
 

場
合
は
彦
右
衛
門
）
．

が
組
頭
ク
ラ
ス
の

こ
と
は
、
質
入
人

が
、
注
目
す
べ
き

残高（毛付裔）

石斗升合

(51. 483〕

38.274 

(28.803〕

12. 760 
(13. 699) 

6.260 

6.150 

3.933 

4.254 

3.870 

3. 745 

3.464 
(1. 992) 

3.230 
(2. 291) 

2. 773 

2.525 

2.213 

1. 824 

1. 473 
(0. 263) 

1.267 
(3. 948) 

0. 722 

0.608 

0.370 

0.248 

姓
の
耕
地
質
入
が

か
け
て
、
高
持
百

か
ら
享
保
初
年
に

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

事
実
、
正
徳
期
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近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

四

結

び

に

か

え

て

ゆ
る
寄
生
地
主
と
し
て
発
展
す
る
に
充
る
の
で
あ
る
。

中
心
と
す
る
村
方
地
主
の
土
地
集
積
の
ほ
か
に
、
町
方
に
お
け
る
商
業
資
本
の
七
地
集
積
↓
寄
生
地
主
化
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
、
こ
の
両
者
の
対
抗
関
係
は
次
第
に
激
化
し
、
近
世
後
期
に
お
け
る
日
田
天
領
農
村
の
動
向
と
そ
の
在
り
方
を
規
定
す
る
。
こ

(
1
8
2
)
 

う
し
た
耕
地
質
入
の
一
一
重
の
迎
行
の
な
か
で
、
亨
保
六
年
に
至
る
と
、
藤
山
村
で
は
い
わ
ゆ
る
質
流
れ
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
事
態
に
対
し
て
、
詞
六
年
、
池
田
代
官
は
「
質
地
流
禁
令
」
を
発
布
し
、
小
百
姓
の
保
護
・
救
済
に
の
り
出
す
が
、
効
果
は
な
く
、

(
1
8
3
)
 

二
年
後
の
同
八
年
に
は
「
質
地
流
禁
令
撤
回
令
」
を
発
布
し
、
質
流
れ
を
容
認
す
る
に
至
っ
た
。

(
1
8
4
)
 

幕
府
の
享
保
改
革
に
お
け
る
土
地
政
策
（
質
地
対
策
）
を
示
す
も
の
で
、

村
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
耕
地
の
質
入
・
質
流
れ
は
、
こ
こ
で
も
進
行
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
て
、

日
田
天
領
農
村
に
お
い
て
も
、
蓋
府
ー
代
官
の
公
認
の
も
と
、
村
方
地
主
や
町
方
商
業
資
本
の
土
地
集
積
は
一
層
進
行
し
、

九
州
天
領
の
研
究
は
、
今
日
ま
で
直
轄
都
古
長
崎
に
お
け
る
対
外
貿
易
の
分
析
を
通
じ
、

日
田
の
商
業
資
本
の
研
究
を
通
じ
、

た
。
し
か
し
、

あ
る
い
は
「
日
田
金
」
を
中
心
と
す
る
天
領

あ
る
い
は
天
領
天
草
の
キ
リ
シ
タ
ン
・
社
会
動
態
・
商
業
資
本
の
分
析
を
通
じ
て
推
進
さ
れ
て
き

こ
れ
ら
の
研
究
の
多
く
は
、
外
国
貿
易
そ
の
も
の
の
研
究
が
中
心
で
あ
っ
た
り
、
経
済
史
研
究
の
対
象
と
し
て
当
該
地
域

（
日
田
・
天
卓
）
が
選
択
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
こ
れ
を
九
州
天
領
と
い
う
明
確
な
意
識
の
も
と
に
募
藩
体
制
の
な
か
で
位
置
づ
け
、
か
つ

菊
政
の
推
移
と
の
園
連
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
研
究
は
極
め
て
乏
し
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
九
州
天
領
に
お
い
て
中
核

的
位
置
を
占
め
た
日
田
に
お
け
る
正
確
な
代
官
・
郡
代
一
覧
す
ら
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
一
事
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
送
る
。
も

っ
と
も
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
九
州
天
領
の
み
な
ら
ず
全
国
天
領
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
指
摘
し
う
る
。

本
稿
は
、

こ
の
よ
う
な
全
国
天
領
、

と
く
に
九
州
天
領
の
研
究
現
状
に
か
ん
が
み
、

い
う
ま
で
も
な
く
、

以
上
の
政
策
は
、

こ
ぷ
ノ

い
わ

ま
ず
天
領
日
田
の
正
確
な
代
官
・
郡
代
一
覧
（
当

そ
れ
が
日
田
天
領
農
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(
1
)

『
大
友
史
料
』
第
二
輯
四
ニ
―
頁
、
『
駒
井
日
記
』
（
『
改
定
史
籍
集
覧
』
第
二
五
冊
所
収
）
上
。

(
2
)

「
松
浦
文
書
」
（
『
平
戸
松
浦
家
資
料
』
所
収
）
五
一
号
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
。

(
3
)
藤
野
保
「
九
州
に
お
け
る
幕
藩
領
主
支
配
の
特
質
日
」
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
一
六
号
）
参
照
。

(
4
)

「
郷
村
記
」
附
録
上
・
「
長
崎
拾
芥
」
・
「
長
崎
鑑
」
・
「
鍋
島
家
文
害
」
（
『
佐
賀
県
史
料
集
成
」
占
文
舎
編
第
三
巻
所
収
）

印
状
。

(
5
)
藤
野
保
前
掲
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
一
六
号
掲
載
論
文
参
照
。

(
6
)

「
鍋
島
家
文
書
」
五
四
号
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
、
「
有
浦
文
書
」
。
森
山
恒
雄
「
九
州
に
お
け
る
豊
臣
氏
直
轄
領
の
一
形
態
」
（
『
東
梅
史
学
』
三

号
）
参
照
。

(
7
)
（8
)

「
島
津
家
文
沓
」
（
『
大
E
本
古
文
書
』
家
わ
け
一
六
ノ
一
所
収
）
四
0
0
号
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
、

四
頁
。

n
註〕

『
鹿
児
島
県
史
』
第
一
巻
七
六
九
ー
七

該
代
官
・
郡
代
の
名
称
1
1
姓
・
通
称
・
諦
、
在
任
期
間
・
在
陣
場
所
等
々
）
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
基
本
的
作
業
の
開
始
に
は
じ
ま
り
、

こ
れ

を
幕
藩
体
制
の
な
か
に
位
置
す
る
九
州
天
領
（
と
く
に
日
田
）
の
所
領
構
造
・
支
配
形
態
の
変
遷
の
な
か
で
把
え
、
代
官
・
郡
代
の
政
策

内
容
を
幕
政
の
推
移
と
の
関
連
に
お
い
て
究
明
し
な
が
ら
、
九
州
に
お
け
る
天
領
農
村
の
構
造
と
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

と
く
に
庄
屋
層
を
巾
心
と
す
る
村
方
地
主
と
日
田
に
お
い
て
顕
著
な
発
展
・
活
動
を
示
す
町
方
商
業
資
本
（
日
田
商
人
）
と
の
土
地
集
積

を
め
ぐ
る
対
抗
関
係
の
分
析
を
通
じ
て
、
天
領
農
村
の
展
開
過
程
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
日
田
商
人
と
九
州
諸
藩
と
の
関
係
究
明
を
通
じ

て
、
九
州
に
お
け
る
天
額
日
田
の
位
置
と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
に
つ
づ
く
「
近
世
後
期
に
お
け
る

九
州
天
領
の
存
在
形
態
」
を
も
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
完
結
す
る
も
の
で
あ
る
。

＊
同
論
文
（
後
篇
）
に
お
い
て
分
析
対
象
と
し
て
い
る
も
の
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
日
、
西
国
筋
郡
代
と
大
名
預
所
、
⇔
、
年
貢
増
徴
策
と
日
田
商
人

の
拾
頭
、
国
、
土
地
集
積
を
め
ぐ
る
村
方
地
主
と
町
方
商
業
貧
本
の
対
抗
・
消
長
、
祠
、
日
田
商
人
と
九
州
諸
藩
ー
九
州
に
お
け
る
天
領
日
田
の
位
置

と
そ
の
意
義
ー
。

近
世
部
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

一
七
号
豊
臣
秀
吉
朱
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近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

(
9
)
山
口
啓
二
「
豊
臣
政
権
の
成
立
と
領
主
経
済
の
構
造
」
（
『
日
本
経
済
史
大
系
』
3
近
世
上
所
収
）
、
今
井
林
太
郎
『
石
田
三
成
』
（
人
物
叢
書
）

八
0
—
八
五
頁
。

(10)
森
山
恒
雄
氏
は
、
「
慶
長
1

一
年
御
蔵
納
目
録
」
（
『
大
日
本
租
税
志
』
所
収
）
に
記
載
す
る
肥
後
太
閤
蔵
入
地
「
三
百
石
」
は
、
「
日
本
国
総
目

録
」
に
記
載
す
る
「
三
万
石
」
に
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
「
肥
後
国
の
豊
臣
氏
蔵
入
地
と
加
藤
氏
所
領
」
（
竹
内
理
三
緬
『
九

州
史
研
究
』
所
収
）
）
。

(11)
豊
後
・
筑
前
に
お
け
る
太
閤
蔵
入
寓
は
、
前
掲
「
慶
長
三
年
御
蔵
納
目
録
」
に
よ
っ
た
。
『
駒
井
日
記
』
上
に
よ
る
と
、
文
禄
二
年
段
階
に
お

け
る
豊
後
の
太
閻
蔵
入
高
は
、
秀
吉
馬
廻
衆
の
太
田
・
熊
谷
・
早
川
・
垣
見
氏
の
支
配
領
域
の
み
で
一
七
万
二
、
一
―
―
石
と
な
り
、
そ
の
ほ

か
、
豊
後
の
太
閤
検
地
を
実
施
し
た
宮
部
継
潤
（
因
幡
烏
取
）
が
当
座
代
官
と
し
て
支
配
し
た
領
域
が
一
一
万
石
あ
っ
た
。

(12)
山
口
啓
―
-
「
豊
臣
政
権
の
構
造
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
二
九
二
号
）
、
前
掲
『
日
本
経
済
史
大
系
』

3
近
世
上
所
収
論
文
参
照
。

(13)
藤
野
保
前
掲
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
』
一
六
号
掲
載
論
文
の
第
一
表
「
豊
臣
期
に
お
け
る
九
州
大
名
の
配
置
」
参
照
。

(14)

『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
中
巻
一
1

一
八
六
頁
。

(15)

「
鍋
島
家
文
書
」
一
七
号
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
、
『
徳
川
実
紀
』
第
一
篇
（
『
国
史
大
系
』
第
三
八
巻
所
収
）
八
一
ー
八
二
頁
。

(16)
山
口
啓
二
前
掲
『
歴
史
学
研
究
』
二
九
二
号
掲
載
論
文
参
照
。

(
1
7
)
（1
8
)藤
野
保
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
一
四
八
—
六
四
頁
参
照
。

(19)
（20)
藤
野
保
「
九
州
に
お
け
る
悪
藩
領
主
支
配
の
特
質
⇔
」
（
『
史
淵
』
一

0
七
輯
）
参
照
。

(21)
家
康
は
、
覇
権
確
立
以
降
、
諸
城
修
築
の
手
伝
普
請
や
将
軍
宣
下
・
天
皇
即
位
な
ど
に
諸
大
名
を
動
員
し
、
幕
府
の
軍
役
体
系
下
に
従
属
さ

せ
、
幕
藩
の
主
従
関
係
を
明
確
に
し
な
が
ら
、
大
阪
の
役
に
諸
大
名
を
大
動
員
し
、
軍
役
の
統
帥
権
が
幕
府
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
。

(22)
前
掲
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
一
九
八
ー
九
九
頁
参
照
。

(23)
藤
野
保
「
江
戸
幕
府
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』

10
近
世
2
所
収
）
参
照
。

(24)
藤
野
保
前
掲
『
史
堀
』
一
〇
七
輯
掲
載
論
文
参
照
。

(
2
5
)豊
臣
政
権
下
の
豊
後
の
諸
大
名
の
う
ち
、
太
田
一
吉
・
熊
谷
直
陳
．
垣
見
一
直
•
福
原
直
高
は
、
朝
鮮
出
兵
中
の
私
曲
に
よ
り
、
慶
長
四
年
改

易
・
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
た
が
（
「
豊
府
聞
書
」
・
「
豊
城
世
譜
」
）
、
関
ケ
原
の
役
に
お
い
て
、
早
川
長
政
は
改
易
、
毛
利
高
政
は
隈
か
ら
佐
伯
に
、

竹
中
重
利
は
高
田
か
ら
府
内
に
転
封
と
な
り
、

iB領
安
堵
さ
れ
た
の
は
中
川
秀
成
（
岡
）
の
み
と
な
っ
た
。

(26)

『
寛
政
軍
修
諸
家
譜
』
六
ー
一
、
一
―

1
0
、
『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
上
巻
。
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(27)

『
大
分
市
史
」
上
巻
四
―
―
頁
。

(28)

「
肥
後
松
井
家
譜
」
（
『
大
日
本
史
料
』
―
二
編
ノ
九
所
収
）
―
-
五
五
頁
。

誌
』
七
七
ノ
一
1

一
）
参
照
。

(29)
北
島
正
元
『
江
戸
馨
府
の
権
力
構
造
』
―
―
九
九
頁
。

(30)

『
大
日
本
史
料
』
ご
一
緬
ノ
一
四
四
二
四
頁
、
大
村
滞
「
見
聞
集
」
八
巻
。

(31)

『
飼
川
禁
令
考
』
第
一
峡
―
―
―
九
ー
一
―
I
O
頁
、
内
膝
恥
曳
『
徳
川
十
五
代
史
』
ニ
ノ
一
1
-

(
3
2
)前掲
「
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
―I
O四
—
一
六
頁
参
照
。

(33)
以
下
転
封
に
関
し
て
は
、
『
梅
川
実
紀
』
・
「
寛
永
諸
家
系
図
伝
」
・
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
・
『
藩
翰
譜
」
・
「
譜
牒
余
録
」
、
藤
野
保
前
掲
『
幕
藩

体
制
史
の
研
究
』
・
同
『
校
訂
恩
栄
録
・
廃
絶
録
』
な
ど
の
諸
文
献
に
よ
る
。

(34)
註

(33)

の
諸
文
献
の
ほ
か
「
麟
疇
立
花
家
譜
」
・
「
鰐
贔
有
馬
家
譜
」
。

(35)
註

(33)
参
照
。

(36)
藤
野
保
前
掲
『
史
淵
』
一

0
七
輯
掲
載
論
文
参
照
。

(37)
（38)
註

(33)
参
照
。

(39)
盟
後
日
田
の
石
川
忠
総
は
寛
永
十
年
佐
合
転
封
、
同
杵
築
の
小
笠
原
忠
知
は
正
保
一
一
年
吉
田
転
封
と
な
り
、
慶
安
期
に
お
け
る
譜
代
藩
は
六
浩

と
な
る
（
小
笠
原
小
倉
・
小
笠
原
中
津
•
松
平
竪
杵
築
•
松
平
穏
高
松
・
高
力
島
原
・
大
久
保
唐
津
）
。

(40)
西
九
州
に
設
置
さ
れ
た
島
原
・
唐
津
の
両
譜
代
滞
は
、
直
轄
都
市
長
崎
の
菩
固
・
見
廻
り
役
を
兼
ね
た
も
の
で
あ
る
（
藤
野
保
前
掲
『
史
淵
』

]
O
七
輯
掲
載
論
文
参
照
）
。

(41)
前
掲
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
二
五
三
ー
六
三
頁
参
照
。

(42)

『
徳
川
禁
令
考
』
第
一
峡
一
三

O
I三
二
頁
、
内
藤
恥
曳
『
徳
川
十
五
代
史
』
三
ノ
四
一
四
九
ー
五
三
頁
。

(43)

「
長
崎
奉
行
歴
代
暑
譜
」
（
『
長
崎
叢
書
』
上
巻
三
所
収
）
。

(44)
前
掲
「
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
二
七

0
ー
七
二
頁
、
北
島
正
元
前
掲
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
―
二
三
四
頁
以
下
。

(45)

『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
上
巻
、
「
日
田
御
代
官
代
々
御
名
前
附
」
（
「
財
津
家
文
書
」
所
収
）
。

(46)
註

(45)
参
照
。

(47)
島
原
の
乱
後
、
旧
寺
沢
領
の
天
草
に
は
、
備
中
成
羽
か
ら
外
様
大
名
の
山
崎
家
治
が
配
置
（
富
岡
）
さ
れ
て
い
た
（
註

(33)
参
照
）
。

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

芙
和
信
夫
「
慶
長
期
江
戸
幕
府
畿
内
支
配
の
一
考
案
」
（
『
史
学
雑

―
―
―
ー
―
二
頁
。
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近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

(48)
松
田
唯
雄
『
天
草
近
代
年
譜
』
四
三
頁
、
村
上
直
「
肥
後
国
天
草
に
お
け
る
天
領
の
成
立
過
程
」
（
『
駒
沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
三
号
）
。

(49)
前
掲
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
三
一
八
ー
ニ
ニ
頁
・
三
二
七
ー
三
一
一
頁
参
照
。

(50)

『
大
分
市
史
』
上
巻
四
八
一
頁
。

(51)
寛
永
十
一
年
、
丹
波
亀
山
か
ら
豊
後
亀
川
に
入
部
し
た
松
平
埠
忠
昭
は
、
翌
十
二
年
亀
川
か
ら
中
津
留
に
、
同
十
九
年
中
津
留
か
ら
高
松
に
居

城
を
移
し
、
万
治
元
年
府
内
入
部
と
同
時
に
定
着
し
た
（
註

(33)

の
諸
文
献
の
ほ
か
『
大
分
市
史
』
上
巻
参
照
）
。

(52)
註

(33)
の
諸
文
献
の
ほ
か
「
深
溝
松
平
家
譜
」
・
「
大
久
保
家
記
別
集
」
。
な
お
、
松
平
疇
氏
の
入
部
以
降
、
島
原
藩
の
所
領
は
六
万
五
、
九

0
0
石
と
な
り
、
不
足
分
は
豊
前
宇
佐
郡
お
よ
ひ
豊
後
国
東
那
の
各
天
領
か
ら
編
入
さ
れ
た
。

(53)
東
几
州
の
譜
代
藩
が
葱
川
氏
の
九
州
支
配
の
拠
点
と
し
て
設
懺
さ
れ
た
の
に
対
し
、
西
九
州
の
譜
代
藩
は
、
鎖
国
体
制
と
の
関
連
に
お
い
て
、

直
轄
都
市
長
崎
の
警
固
・
見
廻
り
役
を
兼
ね
る
と
同
時
に
、
と
く
に
唐
津
藩
は
、
幕
閣
の
交
代
に
と
も
な
う
左
遷
転
封
の
場
と
し
て
、
逆
に
ま

た
幕
閣
就
任
へ
の
ス
テ
ッ
プ
の
藩
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
た
（
藤
野
保
前
掲
『
史
淵
』
一

0
七
輯
掲
載
論
文
参
照
）
。

(54)

『
佐
賀
県
史
』
中
巻
四
八
六
頁
。

(55)
（56)
註

(33)
参
照
。

(
5
7
)前
掲
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
四
―
―
ー
一
三
頁
•
四
三
三
ー
四
七
頁
参
照
。

(
5
8
)
|
（
60)
註

(33)
参
照
。

(61)

『
寛
政
重
修
諸
家
詣
』
四
ー
七
四
五
、
日
高
次
吉
『
宮
崎
県
の
歴
史
』
―
一
三
頁
。

(62)

「
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
上
巻
。

(63)
前
掲
『
硲
藩
体
制
史
の
研
究
』
四
四
八
ー
四
九
頁
参
照
。

(64)
（65)
註

(33)
参
照
。

(66)
三
浦
時
代
の
延
岡
藩
の
所
領
は
二
万
三
、

0
0
0
石
で
あ
っ
た
が
、
牧
郵
氏
は
八
万
石
の
大
名
と
し
て
入
部
し
た
た
め
、
五
万
七
、

0
0
0
石

が
不
足
分
と
な
っ
た
（
註

(33)
参
照
）
。

(67)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
―
-
|
-
―
一
六
六
。

(68)
前
掲
『
薯
藩
体
制
史
の
研
究
』
―
―
―
九
ー
ニ
―
頁
参
照
。

(69)
大
石
慎
三
郎
『
享
保
改
革
の
経
済
政
策
』
第
四
・
五
章
参
照
。

(70)
ー

(72)
註

(33)
参
照
。
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(73)
元
禄
十
一
年
に
お
け
る
改
易
（
減
封
）
以
降
、
小
笠
原
中
津
藩
の
所
領
は
四
万
石
で
あ
っ
た
が
、
奥
平
氏
は
一

0
万
石
の
大
名
と
し
て
入
部
し

た
た
め
、
六
万
石
が
不
足
分
と
な
っ
た
（
註

(33)
参
照
）
。

(74)

『
中
津
市
史
』
五
九
七
ー
六

0
一
頁
。

(75)
註

(33)
参
照
。

(76)

『
佐
賀
県
史
』
中
巻
四
九
五
頁
、
『
旧
柳
川
港
志
』
上
巻
四
四
頁
。

(77)

『
駒
井
日
記
』
上
・
『
豊
後
旧
記
』
・
『
豊
後
佐
伯
毛
利
家
譜
」
・
『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
．
「
日
田
御
代
官
代
々
御
名
前
附
」
。

(78)

『
駒
井
日
記
」
上
。

(79)
北
島
正
元
氏
は
森
高
政
（
毛
利
の
誤
り
）
の
日
田
・
玖
珠
両
郡
に
お
け
る
「
蔵
入
分
」
を
四
万
石
と
し
（
前
掲
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
ニ

八
三
頁
）
、
山
口
啓
二
氏
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
が
（
前
掲
『
日
本
経
済
史
大
系
』

3
近
世
上
所
収
論
文
）
、
毛
利
氏
の
蔵
入
支
配
分
は
不
明

確
で
あ
り
、
か
つ
両
郡
の
太
閤
蔵
入
地
は
、
毛
利
氏
の
大
名
預
け
地
と
代
官
宮
城
豊
盛
の
支
配
地
に
分
か
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(80)
天
正
十
三
年
芙
濃
の
う
ち
に
て
一
万
石
を
領
有
（
「
丹
羽
家
臣
伝
」
・
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
六
ー
一
、
一
四
一
）
。

(81)
註

(13)
参
照
。

(82)

「
浅
野
家
文
書
」
（
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
二
所
収
）
―
-
五
五
号
の
う
ち
御
目
付
衆
連
署
状
写
。

(83)
慶
長
二
年
、
新
た
に
府
内
に
福
原
直
高
が
配
世
さ
れ
た
（
「
豊
府
間
書
」
・
「
豊
城
棋
譜
」
）
。

(84)
註

(25)
参
照
。

(85)

「
豊
府
聞
蓄
」
・
「
豊
城
世
譜
」
。

(
8
6
)「
細
川
家
記
」
・
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
一
—
1
0
五
゜

(87)
第
二
表
下
欄
（
註
）
の
参
考
文
献
参
照
。

(88)
註

(26)
参
照
。

(89)
毛
利
友
重
の
通
称
は
九
郎
左
衛
門
。
但
し
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
は
父
の
緯
を
高
次
と
し
て
い
る
。

(90)

「
日
田
御
代
官
代
々
御
名
前
附
」
（
「
財
津
家
文
書
」
所
収
）
。

(
9
1
)「
石
松
文
書
」
（
『
大
分
県
史
料
』(1
3
)第
二
部
所
収
）
一
―
•
―
二
号
壱
岐
某
書
状
。

(92)
前
掲
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
・
『
校
訂
恩
栄
録
・
廃
絶
録
』
・
ご
校
訂
徳
川
加
除
封
録
」
な
ど
。

(93)
（94)

『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
」
上
巻
。

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態
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近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
態

(95)
北
島
正
元
前
掲
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
一
110
九
ー
一
四
頁
。

(96)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一

I
-
―
八
°

(97)

『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
上
巻
。

(98)

「
豊
後
国
日
田
郡
藤
山
村
明
和
一
1

一
年
明
細
帳
」
（
「
財
津
家
文
書
」
所
収
）
。

(99)

「
延
宝
五
年
藤
山
村
・
台
村
差
出
目
録
」
（
「
同
」
所
収
）
。

(Ioo)
（IOl)

『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
上
巻
。

(102)
島
原
の
乱
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
で
は
、
深
谷
克
己
「
『
島
原
の
乱
』
の
歴
史
的
意
義
」
（
『
歴
史
評
論
』

1
1
0
一
号
）
参
照
。

(103)

『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
上
巻
。

(lOI)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
五
ー
八
六
四
。

〔
両
小
川
氏
略
系
諮
〕

い
藤
左
衛
門
家

正

信

正

長

ー

正

久

某

甚

右

衛

門

藤

左

衛

門

藤

左

衛

門

大

吉

郎

＊

喜

助

＊

藤

右

衛

門

＊

藤

左

衛

門

正

慶

正

辰

又
左
衛
門
家

氏

綱

氏

行

某

又

左

衛

門

九

左

衛

門

又

左

衛

門

＊
九
郎
右
衛
門
＊
又
左
衛
門

政

重

行

広

＊
は
「
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
」
上
巻

(105)

『
豊
後
速
見
郡
史
』
を
参
照
し
作
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
布
政
史
料
』
の
両
小
川
氏
に
関
す
る
記
事
は
（
＊
部
分
）
、
そ
の
後
石
川
準
吉
（
『
江

戸
時
代
代
官
制
度
の
研
究
』
）
・
村
上
直
（
前
掲
『
駒
沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
三
号
掲
載
論
文
）
氏
ら
の
継
承
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い

る
が
、
両
小
川
氏
の
通
称
・
緯
・
代
官
在
任
期
間
は
第
二
表
の
よ
う
に
訂
正
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
地
方
文
書
（
例
え
ば
「
財
津
家

文
書
」
な
ど
）
に
よ
っ
て
も
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(2) 
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(106)
松
田
唯
雄
前
掲
『
天
草
近
代
年
譜
』
四
三
頁
、
村
上
直
前
掲
『
駒
沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
三
号
掲
載
論
文
参
照
。

（
団
）
「
長
崎
名
家
暑
譜
」
（
『
長
綺
叢
書
』
上
巻
三
所
収
）
。

(108)

『
大
分
市
史
』
上
巻
五
一
七
頁
。

(
1
0
9
)
「
豊
府
指
南
」
．
『
大
分
市
史
』
上
巻
五
五
五
ー
五
六
頁
。

(llO)

『

豊

後

速

見

郡

史

』

一

七

九

頁

。

.

(Ill)

『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
上
巻
。

(112)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
五
ー
八
六
四
。

(
1
1
3
)
（
1
1
4
)
『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
上
巻
、
「
日
田
御
代
官
代
々
御
名
前
附
」
。

(115)
ー

(120)

『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
．
「
日
田
御
代
官
代
々
御
名
前
附
」
・
『
豊
後
速
見
郡
史
』
・
『
大
分
市
史
』
上
巻
・
『
豊
後
高
田
市
誌
』
．

『
徳
川
実
紀
」
・
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
な
ど
。
な
お
、
五
代
官
に
関
す
る
従
来
の
記
事
（
通
称
・
緯
・
代
官
在
任
期
間
）
は
異
同
が
多
く
、
第

二
表
の
よ
う
に
訂
正
さ
る
べ
き
で
あ
る
（
註
(
1
0
5
)
参
照
）
。

(
1
2
1
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
六
ー
九
六
七
•
五
ー
八
四
七
。

(122)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
三
ー
宜
一
七
。

(
1
2
3
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
四
ー
五
九
0
。

(124)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
八
ー
一
、
五

0
九。

(
1
2
5
)
前
掲
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
三
一
八
—
―
―11一
頁
。

(126)

「
清
原
姓
森
山
族
佐
藤
家
譜
」
（
「
森
山
家
文
書
」
所
収
）
。

(127)

「
豊
後
国
諸
侍
着
到
」
（
「
財
津
家
文
書
」
所
収
）
に
は
、
日
田
郡
衆
―
―
二
名
・
玖
珠
郡
衆
八
五
名
を
は
じ
め
七
五
五
名
の
大
友
家
臣
団
の
名

前
が
記
載
し
て
あ
る
。
『
大
友
史
料
』
第
二
輯
に
は
「
太
閤
朝
鮮
征
伐
二
付
義
統
豊
後
侍
畔
記
」
と
し
て
、
同
一
の
史
料
が
掲
載
さ
れ
て
い
る

が
、
両
者
に
は
人
数
に
多
少
の
異
同
が
あ
る
。

(128)
註
(
9
1
)
参
照
。

(129)

「
延
宝
五
年
藤
山
村
・
台
村
差
出
目
録
」
（
「
財
津
家
文
書
」
所
収
）
、
『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
上
巻
。

(130)

云
寛
文
五
年
台
村
指
出
」
（
「
同
」
所
収
）
。

(
1
3
1
)
前
掲
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
三
八
一
ー
八
二
頁
•
四
五
三
ー
五
五
頁
参
照
。
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近
世
前
期
に
お
け
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九
州
天
領
の
支
配
形
態

(
1
3
2
)
I
(
1
3
4
)
註

(129)
の
「
差
出
目
録
」
お
よ
び
各
年
次
「
年
貢
割
付
」
・
「
皆
済
目
録
」
。

(135)

「
腰
山
村
庄
屋
源
左
衛
門
、
百
姓
二
対
ヽ
ン
我
侭
成
仕
形
迷
惑
二
奉
存
御
悔
申
上
覚
」
・
「
藤
山
村
御
百
姓
拾
弐
人
連
判
二
而
指
上
申
候
目
安
返
答

書
之
事
」
（
「
財
津
家
文
害
」
所
収
）
。
な
お
全
文
に
つ
い
て
は
木
村
忠
夫
「
近
世
日
田
農
村
史
の
若
干
の
問
題
点
」
（
『
九
州
文
化
史
研
究
所
紀

要
』
一
六
号
）
参
照
。

(136)

「
指
上
ケ
申
一
札
之
事
（
天
和
二
年
）
」
（
「
同
」
所
収
）
。

(137)

「
譲
渡
申
田
地
之
事
（
延
宝
九
年
）
」
（
「
同
」
所
収
）
。

(138)

『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
上
巻
。

(139)

「
豊
後
国
郷
村
総
記
」
、
「
乍
恐
以
書
付
奉
願
上
候
御
事
（
享
保
五
年
）
」
（
「
財
津
家
文
書
」
所
収
）
。

(140)
（
山
）
註

(136)
参
照
。

(142)
（
山
）
註

(115)
参
照
。

（
出
）
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
四
ー
五
九
六
゜

(145)
註

(115)
参
照
。

(146)

『
寛
政
重
修
諸
家
翠
呻
』
三
ー
五
一
七
。

(
1
4
7
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
二
—
三
八
一
。

(
1
4
8
)「正
保
弐
芦
年
か
元
禄
十
町
年
迄
五
拾
一

1
一
年
分
台
村
御
下
札
御
免
当
り
写
」
、
各
年
次
「
御
年
貢
割
付
•
免
定
之
事
」
（
「
財
津
家
文
書
」
所
収
）
。

(149)
天
草
は
万
治
一
一
年
の
領
内
検
地
に
お
い
て
、
幕
府
に
よ
り
二
万
一
、

0
0
0
石
に
裁
定
さ
れ
た
（
松
田
唯
雄
『
天
草
富
岡
懐
古
録
』
二
四
ー
ニ

五
頁
、
村
上
直
前
掲
『
駒
沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
三
号
掲
載
論
文
）
か
、
享
保
五
年
、
島
原
藩
預
所
と
な
る
以
前
は
、
九
州
各
地
の
天

領
（
豊
後
・
豊
後
・
日
向
な
ど
）
が
天
草
代
官
支
配
地
と
な
っ
て
い
る
。

(lSo)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
八
ー
一
、
四
九
〇
。
従
来
の
「
日
田
代
官
一
監
」
は
室
七
郎
左
衛
門
の
緯
を
重
富
と
し
て
い
る
が
、
菫
福
に
訂
正
す
べ

き
で
あ
る
。

(151)

『
盟
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
上
巻
。

(152)

「
諸
国
村
数
吾
付
」
（
「
竹
橋
余
筆
別
集
』
巻
八
所
収
）
。

(153)
村
上
直
「
江
戸
募
府
直
轄
領
に
関
す
る
一
考
察
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
昭
和
四
十
四
年
度
）
参
照
。

(154)

「
可
納
卯
（
正
徳
元
年
）
御
年
貢
割
付
事
」
、
「
可
納
辰
（
王
應
二
年
）
御
年
貢
割
付
事
」
（
「
財
津
家
文
書
」
所
収
）
。
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(155)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
八
ー
一
、
四
九

0
、
「
長
崎
古
今
集
覧
」
巻
之
二
。

(156)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一
ニ
ー
三
七
一
。
松
田
唯
雄
氏
は
『
天
草
近
代
年
譜
』
・
『
天
草
富
岡
懐
古
録
』
な
ど
に
お
い
て
、
正
癒
四
年
以
降
（
享
保

五
年
ま
で
）
の
日
田
代
官
を
室
代
官
と
し
、
天
草
代
官
を
兼
帯
し
た
と
し
て
い
る
が
、
正
徳
四
年
よ
り
日
田
代
官
に
南
条
金
左
衛
門
が
就
任
し

て
い
る
こ
と
は
、
各
種
の
史
料
に
よ
っ
て
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
徳
四
年
以
降
の
室
代
官
は
天
草
の
専
任
代
官
と
す
べ

き
で
あ
る
。
但
し
、
亨
保
元
年
南
条
代
官
の
死
後
、
同
二
年
池
田
喜
八
郎
が
日
田
代
官
に
就
任
す
る
ま
で
、
日
田
代
官
と
な
っ
て
い
る
。

(151)(158)
元
禄
十
一
年
、
中
禅
小
笠
原
氏
の
改
易
（
減
封
）
に
よ
っ
て
天
領
に
編
入
さ
れ
た
豊
前
天
領
に
は
四
日
市
陣
屋
が
設
け
ら
れ
た
が
、
正
癒

三
年
、
天
草
代
宜
の
支
配
地
に
な
る
に
お
よ
び
廃
止
さ
れ
た
（
『
豊
後
日
田
永
山
布
政
史
料
』
上
巻
、
『
豊
後
高
田
市
誌
』
四
一
七
頁
）
。

(159)
註

(156)
参
照
。
な
お
、
従
来
の
「
日
田
代
官
一
覧
」
は
南
条
金
左
衛
門
の
緯
を
則
散
と
し
て
い
る
が
、
則
明
に
訂
正
す
べ
き
で
あ
る
。

(160)
註

(115)
参
照
。

(161)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
ニ
ー
ニ
八
五
。
従
来
の
「
日
田
代
官
一
覧
」
は
池
田
喜
八
郎
の
緯
を
璽
王
と
し
て
い
る
が
、
季
隆
に
訂
正
す
べ
き
で

あ
る
。

(162)
池
田
代
官
の
支
配
領
域
は
増
田
代
官
の
支
配
領
域
と
ほ
と
ん
ど
変
り
な
い
た
め
、
実
際
に
は
一
―
一
万
石
台
に
達
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る

（註

(164)
参
照
）
。

(163)

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
八
ー
一
、
五
一
八
。
従
来
の
「
日
田
代
官
一
覧
」
は
増
田
太
兵
衛
の
緯
を
道
脩
と
し
て
い
る
が
、
永
政
に
訂
正
す
べ
き

で
あ
る
。

(164)

「
去
戌
年
（
享
保
十
五
年
）
御
取
箇
相
極
候
帳
」
（
「
大
河
肉
家
記
録
」
所
収
）
（
大
野
瑞
男
「
享
保
改
革
期
の
西
窄
府
勘
定
所
史
料
大
河
内
家

記
録
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八O
I
-
．
―
―
•
三
）
参
照
）
。

(165)
松
田
唯
雄
前
掲
『
天
壁
近
代
年
譜
』
―
二
四
頁
、
『
島
原
半
嶋
史
」
下
巻
一
1

―
―
七
頁
。

(166)

「
長
崎
古
今
集
覧
」
巻
之
一
言

(167)
北
島
正
元
前
掲
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』
三
三
―

|
1
1
―
―
一
頁
参
照
。

(168)
享
保
十
九
年
に
お
け
る
日
田
代
官
支
配
地
の
各
国
・
各
郡
に
お
け
る
石
高
と
村
数
を
ポ
す
と
第
八
表
の
よ
う
に
な
る
（
「
享
保
十
九
寅
年
記
千

原
覚
宙
」
（
「
千
原
家
文
書
」
所
収
）
）
。

近
世
前
期
に
お
け
る
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近
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け
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九
州
天
領
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支
配
形
態

前
略

(182)

「
流
質
田
地
証
文
之
事
（
享
保
六
年
）
」
（
「
同
」
所
収
）
。

(
1
8
3
)
「
財
津
家
文
書
」
に
収
め
る
「
覚
」
（
質
地
流
禁
令
撤
回
令
）
は
、
「
御
触
書
寛
保
集
成
」
（
四
四
ー
ニ
六

0
六
号
）
に
収
め
る
そ
れ
と
同
文
で

あ
る
が
、
前
者
に
は
条
文
三
カ
条
の
あ
と
に
、
次
の
文
書
が
追
加
し
て
あ
る
。
各
代
官
が
幕
法
を
当
該
支
配
領
域
に
布
達
す
る
場
合
の
一
例
で

あ
る
。

国

第 8表

名l石
享保鮨の日田代官支配地とその石高・村数

郡名石 高村I 

高

日田郡 28,2石89斗.4チ4合8勺31才 79村

玖珠郡 21, 384. 11827 32 

豊後 69,0石01斗.8升7合4勺10才 速見郡 11,186.36552 36 

大分郡 3, 101. 78200 11 

海部郡 2,089.51000 I 10 

直入郡 2,949.65000 12 

豊前 32,， 208.52560 宇佐郡 20,940.28710 46 

下毛郡 11,268.23850 21 

臼杵郡 5,318.63440 8 

日向 16,437.88800 諸県郡 3,963.65263 5 

那珂郡 7,155.60133 8 

筑前 6, 221. 69520 恰土郡 I6, 221. 69520 8 

数

〔註〕「享保19寅年記千原覚書」による。

(169)
以
下
の
叙
述
は
註

(135)
の
諸
史
料
に
よ
る
。

(170)
庄
届
・
小
百
姓
と
も
天
草
の
富
岡
に
出
頭
を
命
じ
た
の
は
、
今
井
九

右
衛
門
が
天
草
代
官
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

(171)註

(135)
参
照
。

（
囮
）
「
譲
渡
申
田
地
之
事
（
元
禄
八
年
）
」
（
「
財
津
家
文
書
」
所
収
）
。

(
1
7
3
)
「
庄
屋
役
料
定
事
」
（
「
同
」
所
収
）
。

(174)
右
史
料
に
「
日
田
郡
村
々
、
先
年
者
為
庄
屋
給
仕
替
高
在
之
処
、
近

年
皆
地
払
就
被
仰
付
、
当
分
庄
屋
骨
折
給
無
之
、
令
難
儀
之
間
：
．
」

と
あ
る
。

(175)
註
(
1
7
3
)
参
照
。

(
1
7
6
)
元
禄
九
年
、
同
四
年
の
村
方
騒
動
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
新
四
郎
が

安
右
衛
門
と
と
も
に
惣
百
姓
代
と
し
て
登
場
し
て
い
る
（
註
(
1
7
3
)

参
照
）
。

(177)

「
証
文
（
宝
永
元
年
）
」
、
「
正
徳
二
年
豊
後
国
日
田
郡
暉
山
村
書
上
帳
」

外
（
「
財
津
家
文
書
」
所
収
）
。

(178)
註

(177)
参
照
。

(
1
7
9
)
「
正
徳
弐
年
壬
辰
年
御
免
割
高
小
前
帳
」
（
「
財
津
家
文
書
」
所
収
）
。

(180)
（181)
「
質
召
懺
申
畑
地
之
事
（
正
待
五
年
）
」
、
「
六
年
切
質
券
田
地
証

文
支
（
同
四
年
）
」
（
「
同
」
所
収
）
。
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右
之
通
、
御
書
付
御
読
聞
奉
畏
候
、
以
後
堅
相
守
可
申
候
、
為
後
日
銘
々
印
形
仕
置
申
候
、
以
上

享
保
八
年
卯
九
月
廿
九
日

(
1
8
4
)
大
石
慎
三
郎
『
享
保
改
革
の
経
済
政
策
』
第
六
章
参
照
。

日
田
郡
藤
山
村
組
頭

清

右

衛

門

⑲

善

右

衛

門

R

吉

郎

右

衛

門

⑲

勘

右

衛

門

R

姓七
兵

衛

⑲

（
以
下
一
七
名
略
）

〔
付
記
〕
本
稿
は
昭
和
四
十
三
年
・
四
十
四
年
の
両
年
度
に
わ
た
り
交
付
を
う
け
た
文
部
省
科
学
研
究
費
（
総
合
研
究
）
「
近
棋
日
田
と
そ
の

周
辺
地
域
の
総
合
的
研
究
」
の
分
担
研
究
の
一
部
で
あ
る
。

近
世
前
期
に
お
け
る
九
州
天
領
の
支
配
形
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惣

百

庄
屋
組
頭

右
之
通
、
御
書
付
相
改
リ
出
候
閻
写
相
廻
侯
、
村
々
寺
社
・
百
姓
•
町
人
・
小
百
姓
迄
、
御
害
付
之
趣
入
念
能
々
申
聞
、
堅
可
相
守
者
也

卯

九

月

十

八

日

池

田

喜

八

郎

B
田
郡
村
々
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